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平成２９年第３回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第１号）

平成２９年９月６日（水曜日） 午前 ９時３０分開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議会運営委員会報告

第 ３ 会期の決定

第 ４ 諸般の報告

第 ５ 行政報告

第 ６ 報告第 ４号 平成２８年度中頓別町健全化判断比率の報告について

第 ７ 報告第 ５号 平成２８年度中頓別町資金不足比率の報告について

第 ８ 一般質問

第 ９ 同意第１０号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

第１０ 議案第３９号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

第１１ 議案第４０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

第１２ 議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

第１３ 議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

第１４ 議案第４３号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算

第１５ 議案第４４号 平成２９年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

第１６ 議案第４５号 平成２９年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算

第１７ 議案第４６号 平成２９年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算

第１８ 議案第４７号 工事請負契約の締結について

第１９ 認定第 １号 平成２８年度中頓別町一般会計歳入歳出決算認定について

第２０ 認定第 ２号 平成２８年度中頓別町自動車学校事業特別会計歳入歳出決算認定

について

第２１ 認定第 ３号 平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第２２ 認定第 ４号 平成２８年度中頓別町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認

定について

第２３ 認定第 ５号 平成２８年度中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第２４ 認定第 ６号 平成２８年度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて
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第２５ 認定第 ７号 平成２８年度中頓別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第２６ 認定第 ８号 平成２８年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

〇出席議員（８名）

１番 佐 藤 奈 緒 君 ２番 長谷川 克 弘 君

３番 西 浦 岩 雄 君 ４番 宮 崎 泰 宗 君

５番 細 谷 久 雄 君 ６番 東海林 繁 幸 君

７番 星 川 三喜男 君 ８番 村 山 義 明 君

〇欠席議員（０名）

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 小 林 生 吉 君

副 町 長 遠 藤 義 一 君

教 育 長 田 邊 彰 宏 君

総 務 課 参 事 長 尾 享 君

総 務 課 参 事 野 露 みゆき 君

総 務 課 主 幹 庵 日 鶴 君

総 務 課 主 幹 笹 原 等 君

産 業 課 長 平 中 敏 志 君

産 業 課 参 事 藤 田 徹 君

産 業 課 参 事 多 田 優 彦 君

産 業 課 主 幹 永 田 剛 君

建 設 課 長 山 内 功 君

建 設 課 主 幹 千 葉 靖 宏 君

建 設 課 主 幹 土 屋 順 一 君

保 健 福 祉 課 長 吉 田 智 一 君

保健福祉課参事 黒 瀧 仁 司 君

保健福祉課主幹 北 村 哲 也 君

教 育 次 長 工 藤 正 勝 君

教育委員会主幹 野 田 繁 実 君

教育委員会主幹 相 馬 正 志 君

国保病院事務長 小 林 嘉 仁 君

国保病院事務次長 西 村 智 広 君
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出 納 室 主 幹 今 野 真 二 君

認定こども園長 遠 藤 美代子 君

〇職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 矢 上 裕 寛 君

議会事務局書記 田 辺 めぐみ 君
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◎開会の宣告

〇議長（村山義明君） ただいまから平成２９年第３回中頓別町議会定例会を開会いたし

ます。

（午前 ９時３０分）

◎開議の宣告

〇議長（村山義明君） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第１号のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（村山義明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、５番、細谷さん、６番、東海林

さんを指名します。

◎議会運営委員会報告

〇議長（村山義明君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

議会運営委員会委員長の報告を求めます。

細谷さん。

〇議会運営委員長（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。議会運営委員会報告を

いたします。

平成２９年第３回中頓別町議会定例会の運営に関し、８月１８日及び８月２４日に議会

運営委員会を開催したので、その内容を報告いたします。

１、会期ついて、本定例会の会期は本日９月６日から９月８日までの３日間とする。会

議に付された事件が全て終了した場合は、会議規則第７条の規定により、会期中に閉会す

る。

２、本日の議事日程については、日程第１号のとおりである。

３、一般質問について、通告期限内に通告したのは４議員である。一部重複する可能性

があるので、後から質問する議員は答弁の重複が生じないよう注意願いたい。

４、町長提出議案の取り扱いについて、全議案本会議で審議する。

５、決算審査について、議長発議により全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、

平成２８年度中頓別町各会計決算に係る認定第１号から認定第８号を付託して、会期中に

審査を行う。なお、その際、地方自治法第９８条第１項の規定により検閲、検査権限を同

委員会に委任、付与する。

６、意見書について、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書（案）は、長谷川議員から発議される。軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求

める意見書（案）は、長谷川議員から発議される。「全国森林環境税」の創設に関する意



- 5 -

見書（案）は、長谷川議員から発議される。

７、本日の会議の冒頭から一般質問終了時まで、また明日から予定されている決算審査

特別委員会を役場町民ホール及び町民センターに設置されたテレビに配信する。

以上で議会運営委員会報告を終わります。

〇議長（村山義明君） これにて議会運営委員会報告は終了しました。

◎会期の決定

〇議長（村山義明君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日９月６日か

ら９月８日までの３日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日９月６日から９月８日までの３日間とすることに決しま

した。

◎諸般の報告

〇議長（村山義明君） 日程第４、諸般の報告を行います。

議長一般報告及び監査委員の例月出納検査報告につきましては、お手元に印刷配付のと

おりですので、ごらんの上、ご了承願います。

これで諸般の報告は終了しました。

◎行政報告

〇議長（村山義明君） 日程第５、行政報告を行います。

本件については、町長一般行政報告としてお手元に印刷配付のとおりですので、ごらん

の上、ご了承願います。

これで行政報告は終了しました。

星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 終わる前に町長の一般行政報告について質問を１点したいと思

いますので。

町長の日程表を見ますと、８月２４日から２５日、この中で上段はいいとしても下の段、

なかとん牛乳・砂金ラーメンＰＲで日高町と書いてありますが、日高町のどこでこのよう

ななかとん牛乳・砂金ラーメンＰＲをしたのかお伺いいたしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 項目の説明が不十分でご理解しにくかったと思います。申しわけ

ありません。

２４日でありますけれども、道営競馬のほうで道庁のほうのご配慮をいただきながら、
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当日のレースになかとん牛乳杯というレースを組んでいただくことになりまして、そこの

道営競馬場の中で利用者の中になかとん牛乳の無料配布及び特産品、砂金ラーメンなどの

販売ブースを設けて、職員とともに行ってまいったということであります。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 今競馬場でＰＲ活動されたということですが、なかとん牛乳デビ

ュー１周年特別でしたか。さっき道の配慮があってということなので、なかとん牛乳のネ

ーミングにしてもらったかと思うのですが、この特別費用とかはかかっていないというこ

とですか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 自治体がこういう冠をつけていただく場合については、費用のほ

うはかからないということです。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） その点、町長フェイスブックのほうとかにも載せていらっしゃっ

て、私もそれは見ていなかったのですけれども、周りの方からこういうの載せているよと

いうことで教えていただいたのですけれども、ＰＲをされている中で町長は１１レース、

門別グランシャリオナイターのメーンレースだったのですか、この１１レースの馬券を購

入されているということなのですけれども、これは恐らく公務ということになると思いま

すので、公務中に馬券を買うというギャンブルをしていたということになりませんか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） おっしゃるとおり、私のほうでもレースのほうの投票券を買わせ

ていただいていました。ご指摘の点もあると思います。適切な行為だったのかどうかとい

うところについては、言われるとおりのところもあるかもしれません。ただ、私としては、

せっかくこういうレースを組んでいただいたということであって、その投票券も購入する

ということで少しでも道営競馬のほうに貢献できればというような思いもあって購入して

いるということであります。よかったのかどうかというのはありますけれども、券につい

ては外れているということでありまして、それによって益が生じたということではなかっ

たということであります。こういう行動がよかったのかどうかということについて、ちょ

っとまた改めて検証はしてみたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 町長、これ地方公務員法にあれでないのですか。というのは、

いろいろとテレビ報道がなされているでしょう。ギャンブルして、かけマージャンをして

市長、副市長ともども失職したとか、そういったような報道がなされている中で、町長み

ずからフェイスブックでしたか、そこら辺ちょっと詳しくないのですけれども、それの馬

券を手に持って写真を撮って、それをそのようなほうに流すというのはちょっといかがな

ものかなと。公務中です。馬券を買って、これはギャンブルです。決してあってはならな

いことではないでしょうか、町長。お伺いします。
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〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 公務中というところについて、私は今すぐその行為の適否につい

て判断できないところがありますけれども、少なくとも違法なギャンブルをした、かけマ

ージャンをやったというようなことではなくて、認められた公営の事業だということであ

って、そことは必ずしも一緒にならないかなというふうに思います。

ただ、券の購入がどうだったのかということについて若干今すぐ私も判断できないとこ

ろがありますけれども、ただそういう誤解を生むような一面があるということは改めて認

識をいたしましたので、今後については慎重に行いたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 馬券の購入も公営競技ではありますけれども、私も当たった、外

れたかは余り関係なくて、仕事中に職員がそういうことをしていたら処分されるのではな

いかなとは思うのですけれども、最初のほうのお話で道の配慮があってということであり

ましたけれども、競馬場でＰＲをされるというところが物すごく唐突に感じたので、これ

は道のほうからいきなりお話があったのか、何かほかにきっかけがあったりしたのか、再

度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 今回の道営競馬のほうでなかとん牛乳杯というのをやっていただ

いたことについて、町民の皆さんとかちょっとお知らせが足りていなかったというところ

はそのとおりだったというふうに思います。たまたま今、道から派遣の職員に来ていただ

いていて、そういう職員も道営競馬のほうの勤務経験もあって、道の農政部のほうでもい

ろんな意味で今町のほうにはご支援をいただいているという中から、こういうものに通じ

てなかとん牛乳をＰＲしたらどうだというようなお話もいただいた中で今回それが実現し

たということでありまして、そこまでの経緯についてちょっと事前の説明や周知がなかっ

たという点については、反省すべき点であったというふうに思うところであります。

〇議長（村山義明君） これで行政報告は終了します。

◎報告第４号

〇議長（村山義明君） 日程第６、報告第４号 平成２８年度中頓別町健全化判断比率の

報告を行います。

提出者から内容の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第４号 平成２８年度中頓別町健全化判断比率の報告につい

て、長尾総務課参事から報告させていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） おはようございます。それでは、報告第４号についてご報

告いたします。
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１ページをお開きください。報告第４号 平成２８年度中頓別町健全化判断比率の報告

について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２８年度中

頓別町健全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告する。

実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率につきましては、実質収支が黒字の

ため算出されません。実質公債費比率につきましては前年度４．８％から２．２％減の２．

６％となり、早期健全化基準の２５％を下回っておりますが、監査委員からの是正改善を

要する事項のとおり、今後も公債費比率の逓減に努め、より一層財政の健全化を図りたい

と存じます。

以上をもちまして報告第４号とさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。

◎報告第５号

〇議長（村山義明君） 日程第７、報告第５号 平成２８年度中頓別町資金不足比率の報

告を行います。

提出者から内容の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 報告第５号 平成２８年度中頓別町資金不足比率の報告について、

同じく総務課、長尾参事から報告をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） それでは、報告第５号、４ページをお開きください。報告

第５号 平成２８年度中頓別町資金不足比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２８年度

中頓別町資金不足比率を監査委員の意見をつけて報告する。

特別会計の名称、国民健康保険病院事業、水道事業、下水道事業、ともに資金不足比率

はございませんでした。

以上、報告とさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。

◎一般質問

〇議長（村山義明君） 日程第８、一般質問を行います。

本定例会では４名の議員から一般質問の通告がありました。
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順番に発言を許します。

受け付け番号１、議席番号５番、細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。受け付け番号１番、議席番号５番、

細谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、平成２９年第３回定

例会に当たり、さきに通告いたしました項目につきまして質問をさせていただきます。

それでは、１点面の質問の町内自治会の再編成を進めてはについてお伺いをいたします。

この質問は、平成２８年第２回定例会で西浦議員が質問をしましたが、１年を過ぎ、その

後の経過等を踏まえ、また早急な課題と思い、ご質問させていただきます。

町内の少子高齢化や人口の減少が続く中、世帯数も減少の一途をたどっている。それに

伴い、町内全自治会の約半数が５０世帯未満の状況にあり、将来自治会を維持することが

困難になると予想される自治会もあり得る。町内会活動は、日常的な生活環境の維持や高

齢者、子供の見守り、防犯、防災活動など地域住民による相互扶助により支えられている。

その意味でも再編成を視野に検討すべきと考えるが、町長の所見を伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 町内自治会の再編成を進めてはという趣旨のご質問にお答えをし

たいと思います。

本来自治会は、地域住民が主体となって組織されたものであり、基本的には行政が介入

することは望ましいものではないというふうに考えております。町内会活動は、ご指摘の

とおり、日常的な取り組みにより培われ、多くの方々が何十年も前からその行政区で過ご

してきています。そうした方々がどのように思い、考えておられるかを見きわめることも

必要であると考えておりますので、まずは自治会連合会の中で自治会再編に関する議論を

行っていただき、ご意見をいただくなどの取り組みが必要であるというふうに考えている

ところであります。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして、町長は基本的には自

治会再編成には行政が介入することは望ましいものではないと考えておりますが、私は町

長の考え方が違うと思います。災害時における高齢者や障がいを持つ方々の安全な避難誘

導、また行政では対応できない地域のさまざまな問題に取り組む共同体として考え、再編

成に当たってはやはり行政と自治会が協働の形で進めていくのが重要であると私は考えま

す。

そこで、何点か再質問をさせていただきます。まず、１点目は、昨年の西浦議員の自治

会再編成について町長は、再編成には各自治会の協力が必要であり、自治会連合会での議

論の中でその方向性を見出していく必要があると述べましたが、本日までに自治会連合会

で自治会再編成についての会議が行われたのかどうか伺います。

２点目は、誰もが住んでいてよかった、いつまでも住み続けることができるまちづくり

の実現を目指して協働のまちづくり作業で重要な役割をなすのは、町内会を中心にした住
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民自治組織であり、町内会等の健全な活動を促進していくためには、一定の世帯数と人口

及び幅広い年齢層で構成される必要があると思います。しかし、ここ数年少子高齢化や人

口の減少により自治会の担い手や後継者が不足したり、昔ながらの寄り合いが減るなど自

治会機能が低下し、将来自治会を維持することが困難になると予想される自治会もあり得

ます。さらに、中頓別町の将来人口予想では、２０３０年には人口が１，０００人を切っ

てしまう予想であります。町長は、ご答弁の中で今後自治会の皆様がどのように思い、考

えておられるのかを見きわめることも必要であると考えておりますとご答弁をいただきま

した。それならば、私は町内会全ての自治会長の皆さんにご協力をお願いして、自治会の

現状を把握し、町民が抱える問題の洗い出しを行い、将来のためにさまざまな対策を講じ

ていくことを目的とした町内会の再編成における実態調査を早急に実施していただきたい。

町民が生涯にわたって楽しく、明るく、生き生きとした生活を送ることができる町になる

よう常に町内会等の状況を把握するとともに、住民の声に耳を傾けながら早急に再編成に

取り組むことが必要であると思いますが、町長の考え方を伺います。

３点目は、高齢者や障がいを持つ方々が安全で安心して暮らしていく上で、自治会の存

在はなくてはならないものであります。人口減少、少子高齢化の進行に加え、平成２３年

３月の東日本大震災の教訓及び北海道では昨年８月３０日から３１日にかけての台風１０

号の通過に伴う十勝管内の災害など、災害はいつ起きるかわかりません。いざというとき

の備えの大切さが認識されます。

現在中頓別町では、自主防災組織が３つの自治会で設立されていますが、ともに頓別川

沿いに近い自治会であります。災害は、洪水による災害だけでなく、地震、火災、台風な

どいろいろな自然災害が考えられます。私は、今後全ての自治会において自主防災組織が

組織化されることと、高齢化に伴い自主防災組織が困難な自治会においては早急に再編成

を行い組織化することが重要であり、定期的な防災訓練や自主防災組織による避難訓練等

を実施していくことが必要であると考えます。東日本大震災の発生により、実際に行政が

機能しなくなったときに地域の共助機能が大きな力を発揮して、多くの人命を救いました。

このようにいざというときに最も頼りになるのは、お隣やご近所がお互いに助け合うこと

が大切なことだと私は思いますが、町長の考え方を伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、１点目の自治会連合会の動きについては、後ほど総務課の

ほうから報告をさせていただきたいと思いますが、２点目のご質問であります。これまで

も総合計画の策定であったり、介護保険とかそういう計画策定の際に、住民の皆さんの実

態を十分把握をさせていただいた上で、取り組みを構築するというふうな手法をとってき

ているというふうに思いますが、議員おっしゃるように最も住民に身近な組織としての町

内会の役割は、大変大きいというふうに認識をしています。

自治体によっては、自治会とは別に行政が行政区というのを設けて、そこに区長を任命

するとかというような仕組みをとっているところもありますけれども、うちの町の場合は
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そういう仕組みをとっていないので、ある意味自治会に行政区的な役割をお願いしてきて

いるようなところもあります。そういう面では、必ずしも自治会だけの問題ということで

はなくて、行政も一緒になってこの問題を考えていくべきだということについてはおっし

ゃるとおりだというふうに思います。改めて連合会の会長や各自治会の会長の皆さんなど

ともそういう意見交換ができる場が必要なのかなというふうにも思いますので、その点に

ついては前向きに取り組んでいきたいというふうに思います。

それと、自主防災組織の問題につきましては、これは町としても全町にこの自主防災組

織が設置されることが望ましいという基本的な考え方に立っているところでありますけれ

ども、残念ながらまだそこに広がっていないという実態があります。どうしてもこれまで

大きな災害を経験してこなかったこの町の中にある危機感というか、そういうものの薄さ

というかが理由の一つにあるのかもしれませんが、昨今は近隣の町村でもそういう大きな

被害が出ているような実態がありますので、ここはしっかり取り組んでいきたいというふ

うに思っています。

なかなか防災の専任体制をとるところまではこれまでいっていませんけれども、改めて

今後についてはそれに近い体制を構築して、しっかり防災の問題について取り組んでいく

ようにしたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） １点目の自治会連合会なんかの会議の関係でありますけれども、

具体的にこれだけを取り上げて会議を開催したという経過はありませんが、今年度の総会

時におきましても、ある自治会からは再編に関する意見が出されていたところはありまし

た。しかしながら、答弁の中にも書いてありますが、その地域に住んでいる方々にとって

は、自治会の再編をすることに対しては非常に重たい課題だというふうな認識を持ってい

る方々が非常に多いということもあって、その段階ではそういう意見だけで終わって、再

編に向けてどうするというような議論にはなりませんでしたけれども、ここについては、

答弁に書いてあるとおり、今後の部分で連合会のほうと役員会を通してこの問題について

どうあるべきかということについて一歩踏み込んだ形で議論をしていただく。それが最終

的にどうつながっていくかは別でありますけれども、そういう取り組みをすることは必要

だというふうな認識は持っております。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、大変よいご答弁をいただきましたので、再々質問はい

たしませんが、最後に私から各自治会の特性、環境、条件などを踏まえ、その課題解決や

将来展望を明確にした自治会再編成計画を策定し、中頓別町総合計画と連動したまちづく

りを進めていただきたいと思います。特に防災意識、災害対策や地域の環境向上などに取

り組み、生活に身近な町内会相互の交流を深め、自分たちの地域はどのような地域にして

いくのかを明確にして、高齢者、障がい者の方々が安全で安心して暮らすことができる地

域づくりを進めていただきたいと思います。
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以上をもちまして１点目の質問を終わります。

それでは、２点目の質問に移りたいと思います。２点目の質問は、教員の多忙対策につ

いてお伺いをいたします。文科省が行った教員の勤務時間実態調査によると、小中学校の

教員の勤務時間は、日々のきめ細やかな授業研究や生徒の指導に多くの時間を費やし、過

労死ラインをはるかに超え、危険水位に入っている。教員が心身ともに健康であってこそ

児童生徒に笑顔で接し、効果のある教育がなされると思います。熱心な教員が無理を重ね

た結果、病気休養に至るというのでは、本人にとっても中頓別町の教育全体にとっても大

きな損失ではないでしょうか。そこで、中頓別町での教員の勤務時間の実態は、また教員

のメンタルヘルス対策にどのように取り組んでいるのか教育長に伺います。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 教員の多忙対策について答弁いたします。

教職員の長時間労働について近年学校を取り巻く環境が複雑化、多様化している中、国

や道では教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取り組み方策に基づき、長時間労働の是

正に取り組んでいますが、教職員の多忙化については依然として厳しい状況にあると認識

しております。

文科省の調査、今年度の４月２８日公表によりますと、教員の１週間当たりの勤務時間

３８時間４５分は、小学校で５７時間２５分、中学校で６３時間１８分となっています。

中頓別町の教職員の勤務時間は、個人によって異なりますが、この数値とほぼ同様と推測

しています。

教育委員会は、道教委からの通知に基づき、週１日程度の休養日の設定など部活動指導

の見直しに係る申し合わせの徹底、変形労働時間制や週休日の振りかえ等を改正した制度

の周知と有効活用、管理職員による業務管理、業務改善の取り組みの一層の充実、定時退

勤日や時間外勤務等縮減強調週間などの一層の推進について小中学校に指導助言を行って

います。また、学校に対する調査事務や学校からの報告、届け出事務についても簡素化、

効率化に努めています。

教職員のメンタルヘルス対策は、管理職員による日常的な教職員の健康管理や面談、道

教委や公立学校共済組合北海道支部主催のメンタルヘルスセミナーに参加して、職場にお

けるメンタルヘルス不調の予防や不調の職員への早期対応などについて研修しています。

今年度から教職員もストレスチェック、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を強化す

るものを実施して、心の健康の保持増進を図る所存でございます。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただき

ます。

週休２日制の導入で土曜日が休みになってから教員の平日の仕事のしわ寄せが厳しくな

りました。それだけではありません。ふえ続ける保護者の要望、校長や教育委員会などへ

の報告書の作成、生徒指導、体験学習など校外活動の調整など、教員の仕事はふえること
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はあっても減ることはありません。最近では、余りの多忙のため定年前にやめる教員も増

加しているという話も聞きます。

そこで、何点か再質問させていただきます。１つ目、中頓別小中学校における教職員の

１日の業務について平均的な時間配分をお伺いいたします。

２つ目、教職員の時間外勤務等における業務内容についてお伺いいたします。

３つ目、中頓別町において教職員の勤務実態に関する調査等を行ったことはあるのかど

うか。また、勤務記録簿などの帳簿があるのかどうか伺います。

４つ目、最後にちょっとお金のことでお聞きしたいのですけれども、これだけお忙しい

教職員の先生方には残業手当はあるのか。また、修学旅行、対外運動競技等の引率、学校

の管理下において行われる部活動における指導といった業務に関してはどうなのか、教育

長にお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） まず、平均的な業務ですけれども、小学校から申し上げますと、

小学校の先生の勤務時間は８時から１６時３０分までです。子供たちがいるときは、子供

と一緒の生活をしています。学年によっても違うのですけれども、６年生であれば６時間

目が終了するのが３時近くになります。それから教職員の仕事の時間ということになりま

す。会議等がなければ、そこから１６時３０分まで約１時間半程度は業務する時間になる

のですけれども、それだけでは足りないというのが現実的なところかなと思います。

中学校のほうは、８時５分から１６時間３５分までが勤務時間です。中学校の先生は、

教科担任制ですので、全て授業に行っているというわけではありません。自分の授業のと

きには教室に行きますけれども、それ以外のときには職員室でほとんどは教材研究、ある

いは分掌業務等に従事していると思います。小学校と中学校の大きな違いがあるのは、小

学校には部活動がありません。中学校は部活動があります。文化部は、吹奏楽を中心とす

る文化部、それから体育系はバスケットと卓球というふうになっています。顧問はそれぞ

れついていまして、複数顧問制をとっていますので、２人から３人ついています。全員が

そこで部活動の指導に当たるかというとそういうわけではなくて、最低１人は指導に当た

っていると思います。部活動の時間もスクールバスの時間に合わせていますので、１７時

５０分まで、この時間で終了しています。大体平均２時間近くやっているかなというふう

に思います。これが１日の平均業務です。その後、中学校の先生も部活動が終わって帰っ

てきて、それぞれやり残した業務を行うということになります。

それから、何をどういうことにやっているかということなのですけれども、具体的に簡

単に言いますと分掌業務です。分掌というのは、教務でありますとか研修、生徒指導、保

健、それから総務というようなものがあります。小中学校によって違うのですけれども、

おおむねこの教務、研修、生徒指導というのは小中学校にあります。保健はどこかに入っ

ていたり、総務もどこかで担当していたりするのですけれども、この分掌業務、それから

中学校の場合は教科担任制ですけれども、学年会というものがあります。いわゆる学年に
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おける業務。小学校は、単学年で１つしかないので、学年の打ち合わせはないのですけれ

ども、いつもではないのですけれども、低学年、中学年、高学年、いわゆる１年、２年、

３年、４年、５年、６年、これを１つの枠組みとした打ち合わせ、そして担任業務、それ

から教材研究、これが大体１日の流れということになります。

それから、３点目ですけれども、調査をしたことがあるのかということなのですが、文

科省の調査はこれは抽出調査なのです。中頓別町はこの中に入っていません。この正式な

調査というものはしていませんし、先生がいつまで残っているかという記録簿もありませ

ん。それで、概要でお話をしますと、小学校のほうは大体遅い先生で９時には帰る。中学

校は、遅い先生は１０時に帰る。ただ、毎日全員ここまで残っているというわけではあり

ません。やはりその業務が多忙になったときにはこのぐらいまで残っている。多くの場合、

教頭がその時間までいるわけですが、全ているわけでもなくて、鍵を渡して、あと頼むね

という形で帰っている場合もあります。タイムカード云々ということもあるかもしれませ

んけれども、今のところはそこまでの措置はしておりません。

それから、４点目、お金なのですけれども、一番わかりやすいのは中学校の部活動手当

だと思うのですけれども、休業日、土曜日、日曜日、祭日、４時間以上部活動に従事しま

すと１回３，０００円の手当が支給されます。小学校はありませんので、この手当は出て

いません。それから、宿泊を伴う業務、これについては１泊につき幾らというふうに支給

されます。たしか四千二百何がしだったというふうに思います。小学校は１泊ですから、

これが翌月の手当として入ってくるはずです。中学校の場合は３泊４日ですから、その手

当は３回分として入ってきます。これしかないのです。あと残業手当というものはありま

せん。教員調整手当というのが４％ありますので、この４％で多少のといいますか、語弊

があるかもしれませんが、勤務時間外でも会議であるとか自分の業務をしているというの

が状況です。それから、部活動の引率なのですけれども、これは基本的には手当というも

のはその部活動手当で賄っている。泊を伴う場合は、学校等によっては日当等を出してい

るかもしれませんけれども、ほとんどないという状況です。

４点について回答といたします。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは、再質問のご答弁をお聞きし、再々質問させていただき

ます。

１点目は、中学校における部活動についてお伺いをいたします。教員の労働問題の観点

から、教員の多忙化、過重労働の大きな要因として部活動があります。教員の本来の職務

でないのに大半の教員に部活動の顧問が割り振られ、教員の最も重要な仕事である授業の

準備や学級経営へ影響が出ていると私は思います。すなわち、やらなければいけないもの

でないのに教員に大きな負担がのしかかっています。こうした部活動の負担を大幅に軽減

するためにも、部活動専門の外部指導者の導入が一つの手段であると私は考えますが、教

育長の考えを伺います。
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２点目は、スクールサポートスタッフの配置について伺います。文部科学省は、先月８

月２３日、長時間労働が深刻な教員の負担軽減に向け、配布物の印刷や会議の準備などの

事務作業を代行するスクールサポートスタッフを全国の公立小中学校に配置する方針を決

めました。文科省によると、２０１６年度の公立校教員の勤務時間実態調査で、授業準備

や事務に関する時間が２００６年度の前回調査よりも大幅にふえており、緊急な対応が図

られるべき課題であったそうで、文科省はサポートスタッフの導入によりこうした教員の

勤務時間短縮につながるメリットが見込まれると考えておられますが、中頓別町のような

小さな町の小中学校においても反映されるのか、教育長にお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） ただいまの再質問に回答させていただきます。

まず、中学校の部活動についてなのですけれども、部活動は学習意欲の向上、責任感、

連帯感への涵養などに資するもの、十分教育活動として大きな位置を占めていると私は思

っています。それから、先ほども申し上げましたけれども、中学校の部活動は文化部と体

育系の部活動が２つです。これを先生がどのように思っているかということなのですけれ

ども、必ずしもこの部活動をやることが先生にとって重荷になっているかどうか、それは

個人の考え方にもよるのですけれども、私はそうは思っていません。自分の経験の中で、

部活動をやって子供たちと接しているとき、これほど楽しいことはなかった。試合に行っ

て、負けても勝ってもそれまでやってきたものをお互いに教師と生徒との愛情というか、

そういうものをしっかりとつかんだことがある。そういう意味では、私は部活動をやりた

くないという教員については、逆な立場で言えばそう思わないで協力してやってくれと、

あなたがそこにいることによって教室の中では見えないものも見えてくるから、そういう

ためにも部活動は必要なのだという思いは今でも強くあります。

それから、外部指導者ですけれども、なかなか本町で外部指導者を見つけるというのは

至難のわざです。それを考えますと、現状卓球、それからバスケット、文化部にしてもそ

れぞれ専門家、エキスパートではと言ったら先生に失礼ですけれども、専門家ではない中

にも子供たちと一生懸命部活動を通して自分の資質を磨いてくれていると思っています。

ですから、今の段階で外部指導者を本町で導入するということは考えていません。

それから、私は外部指導者の方と一緒に部活動をやったことがありますけれども、理解

のある外部指導者となかなかそうではない外部指導者がいるわけです。なかなか言いにく

い部分があるのですけれども、学校という教育活動の中で部活動をやるときには、やはり

学校の考えというのはその外部指導者に理解してもらわなければなりません。勝つために

これやってもいいのだ、あれやってもいいのだとはならないのです。やっぱり教育という

ものの範疇があると思います。そこを私は仮に導入するとすれば、しっかりとその辺は指

導してまいりたいと思います。

それから、２点目、スクールスタッフの配置についてなのですが、これは大きな学校で

は意味があると思いますが、小学校は全校生徒が６６、中学校は４２です。この中で先生
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方が印刷するプリントはどのぐらいあるか。ほとんど印刷機というのは使わないで、全部

コピーでやっていると思うのです。そこに１人入っても、恐らくはそこで打ち合わせした

りなんかするほうがかえって業務多忙になるのではないかと思います。本町の場合でこの

スクールスタッフの導入するような学校の教職員であれば、あなたたち自分の仕事はどう

思っているのだと、私は逆にこう言いたいというふうに思います。それよりは、合理的に

短時間のうちに仕事を終わらせ、成果を上げるような方策を考えてくれと逆に返したいと

いう思いがあります。

ちょっと教育長熱くなりましたけれども、こういうようなところでございます。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは最後に、教育長に、近年子供たちを取り巻く環境は、多

様化、複雑化、困難化しています。子供たちにはこの時代を生き抜いていく力が必要だが、

教育の現場は多忙化し、生き抜く環境がまだまだ整っていない。現在の業務を大胆に見直

し、教員が本来担うべき業務に専念できるよう環境に努めていただきたいと思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（村山義明君） これにて細谷さんの一般質問は終了しました。

引き続き、受け付け番号２番、議席番号６番、東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 東海林です。私は、このたびちょっと気になって気になってい

た事案だったものですから、１つだけ出してみました。気になるのもよいほうで気になれ

ばいいのが悪いほうで気になっていたということで、特に社会教育の現状が私はある意味

で社会教育団体に幾つかかかわっている者として憂えておりますので、教育長に伺いたい

と思っております。

まず、私の若いころからの理念として、社会教育活動というのはまちづくり活動だとい

う意味で捉えておりますし、まちづくり活動というのは人づくりが大半のものであります。

社会教育活動を行う団体、サークル活動は、現状は停滞していると言わざるを得ません。

この現状から次について見解を伺いたいと思います。

１つ目は、本町の文化団体、体育団体の組織化の現状と活動内容をどう教育委員会とし

て評価しているのか伺いたいと思います。

２点目は、これは課題がはっきりはしているのです、現実的には。この課題の背景にど

うしても少子化、高齢化がありまして、これは歴然としていることであります。その中に

あっても明かりを消さないように頑張って活動している各種社会教育団体への指導体制、

指導内容は私はいささか不十分であろうと思わざるを得ません。教育行政としての課題だ

なと思って考えているのですが、逆に教育行政を行っている教育長の立場で課題では……

課題は何でしょうかという聞き方になってしまったのですが、どう捉えて、私が思ってい

る課題とどう違うのか伺いたいと思って伺いました。よろしくお願いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 東海林議員の質問に対して、今の質問内容からしますとこの答
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弁が即しているかどうかちょっと不安になってまいりましたが、答弁させていただきます。

まず、１つ目のほうですけれども、本町の文化団体は俳句のやまなみ吟社、詩吟の日本

詩吟学院岳風会中頓別支部、茶道サークル等１０団体があります。体育団体は、体育連盟

としてサッカー協会、バスケットボール協会、バレーボール協会等１１団体、スポーツ少

年団として剣道少年団、卓球少年団、フットサル少年団等５団体、愛好会、サークルとし

て卓球愛好会、バドミントン愛好会、ミニバレーを楽しむ会等６団体あります。その他教

育関連団体は、図書室ボランティアサークル「このゆびと～まれ♪」、スピン会、ひよっ

こくらぶの３団体があります。それぞれの団体は、活動場所や活動時間、活動日、会員数、

主催する大会等は異なります。文化団体は、その活動の成果を町民文化祭等で展示や発表

及び体験等を行って、文化の振興に寄与していると評価しています。体育団体は、各種ス

ポーツ大会等を開催し、それぞれの競技力の向上や普及啓発を図っていると評価していま

す。

２点目のほうですけれども、この指摘は真摯に受けとめさせていただきます。社会教育

団体、特に文化団体は会員の高齢化や減少が進み、活動が縮小傾向にあることや後継者の

養成が課題と考えます。教育委員会は、それぞれの団体の活動に支援や協力を行っていま

すが、活動内容、あるいは活動の指導等は行っていません。それぞれの団体は、造詣の深

い方々が中心となって活動しており、その方々が運営を担っていると認識しています。こ

の現状を改善するためには若い人の参加を求め、それぞれの活動を活性化し、継承するこ

とが望ましいと考えますが、個々の興味関心は多様です。新しい文化団体も設立されてい

ます。教育委員会がイニシアチブを発揮するのか、団体の自主性を尊重するのか、この課

題については、私は重たいというふうに認識しています。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 教育長の評価は、正しいのかなと思います。悪いところは悪い

と言っていますので。

ただ、町長にも聞きたいことなのだけれども、町長は教育的な配慮を持った人ですから、

社会教育という領域を文化団体の遊び事、スポーツ団体の体力づくりだけで捉えていった

ら、これは筋が違うのです。ですから、社会教育、生涯学習というのがどういう期待を持

って世に出てきたのか。社会教育という言葉は割と古い。でも、生涯学習なんていうのは

割と新しい言葉で、それぞれ社会教育というのは昔々文部省にヒダカという局長がいて生

み出した言葉なのだけれども、どうしても私はもう一歩突っ込んだ社会教育行政をやって

もらいたいなという願いを持っているのです。というのは、今は昔のように組織化すると

いうことが非常に難しい時代になりましたので、数十年前にやったことのように人々を束

ねて、あるいはこの指とまれと言ったらとまってくれる人たちが何十人もいたそんな社会

でないことはわかっているけれども、難しくなったら難しいなりにその努力をし、対策を

とって、学習対象者としての言うなれば学校教育ですと先生がいて生徒がいるのだけれど

も、社会教育の場合の先生というのは、社会教育法にある社会教育を行う者に対する指導
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助言を行う、命令をしてはならないと言っているのだけれども、社会教育の場合は例えて

言えば図書館の司書であれば図書を借りに来る人たちが生徒であり、司書が先生です。博

物館であれば、博物館で勉強をしに来る人々が学生であって、学芸員が先生であります。

そういう関係で見詰めるだけでなくて、かつて社会教育の一番の主流は、青少年団体に対

する教育条件の整備だったのです。これを誰がやってきたかというと、ある意味では地域

の物知りの人たちであったり、学校の校長先生にお願いしたり、場合によっては社会教育

主事がやむなく自分で組織して青年学級をつくって、講座をつくったりしてやってきたと。

そういう中にあって、そういう教育レベルというのがその地域には長年かかってつくって

あったものなのです。どこの地域よりもうちは上だとか、うちはちょっと落ちるなという

のは、これは本来社会教育主事を専門職としてやっている者は、ほかの町村との交流もし

ているし、レベルがすぐわかるのです、お互いに。だから、ここはうちは弱いと、スポー

ツはちょっと弱いな。だとしたら、スポーツを伸ばすためにどうしたらいいかという一つ

の目標ができたり、社会教育主事が社会教育の専門職として置かれているとすればわかる

はずなのです。

何を言いたいかというと、地域レベルが下がってしまっている。相当下がってしまって

います。教育長はまだ３年ですか。私は、もう５０年やっているので、わかるのだけれど

も、これはみんな下がっているのです。どこも下がっているのだけれども、ここのレベル

はまだまだ下がってしまった。だって、ここだっていいときはたくさんあった、長い歴史

の中で。近くでは副町長がやっていたころはまだよかった。そういうようなことで、教育

長、私はここで何を言いたいといったら、何とか社会教育をもう少し、学校もたった２つ

しかないのだ。社会教育というのは、ほかの町民全部対象なのだ。そこに目を向けないと、

どういたしましょう、これから。よろしくお願いします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 大変重たい質問をいただきました。地域の社会教育、生涯学習

のレベルが下がっているというご指摘でございますけれども、考え方は東海林議員の考え

方もあろうと思いますけれども、ただ、今本町で行われている文化団体、体育団体、そこ

で活動されている人は、決して私はそうは思っていないと思います。自分たちの団体の中

で、自分の好きなことに一生懸命挑戦してくださっているというふうに私は考えます。そ

こで、あなた方が全体のレベルアップを図れということなのですけれども、そこは各団体

とはちょっと別な観点で考えれば、町民文化祭等で著名人を呼んで講演をするであるとか、

保健福祉分野のほうでは健康に関するような講演会等がありますけれども、こういうよう

なところが一つ方策として今行われているのではないかなというふうに考えます。

正直言って東海林議員が社会教育主事として活躍されていたころは、まさに地域に文化

を伝えるというか、役割は相当重たかったものと思います。それから月日は流れましたけ

れども、今現在地域のレベルが下がったというご指摘ですけれども、自分の思いの中では

今は情報化社会ということもあって、自分で学ぼうと思う、あるいは興味関心があるもの
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は自分で調べることができるのです。そのほうについては、格段に今の時代のほうが進ん

でいます。スマートホン一つあると全ての情報が入ってきます。こういうような中で、自

分のここは私見になるかもしれませんけれども、町の人に呼びかけて、こういうようなこ

とをやりますよ、地域の社会教育のレベルを上げたいですというふうに話をして、どのぐ

らいの人が参加してくれるかなと。

例えばこれはちょっとずれますけれども、町民駅伝大会がありましたけれども、ことし

は１２チームの参加でした。ちょっと体制を変えましたけれども、それなりの参加があっ

たなと思いますけれども、その団体というか、その競技に興味を持っている人は集まるの

だけれども、そうでない人はなかなかというものもあると思います。特にスポーツのほう

はやってみようかなというのがあるのです。一番うまくいっているのは、パークゴルフや

ゲートボールです。これは生涯スポーツですから、すうっとうまくいっています。新陳代

謝もあって、ちゃんと出てきて、後継者も育っています。これが一番いいとは思うのです

が、文化団体の場合は、私に俳句をつくれと言っても、はいとはできません。絵を描け、

書道といってもなかなかうまくいきません。やっぱりそういうような文化的な水準を上げ

るということは、はっきり言えば小中学校のレベルを上げていくことが一番近道だろうと

思います。町民文化祭で小学生や中学生の作品を見て、それを見た町の人がおお、やるね

という感じで還元する。それでやってみようかなというものがあるのであれば少しはとい

うか、この東海林議員がお話ししているようなことに貢献するのではないかなというふう

に思います。

社教というのは、学習課題の把握と企画を立案する能力であるとか調整者、それからコ

ミュニケーション能力、幅広い視野と探究心、各分野の指導に必要な知識や技術、これが

あったと思うのですけれども、ではこれを今の社教に求めることができるかというと、こ

れは非常に厳しいことです。

それから、一つ文化団体でいいますと、その文化団体の活動に教育委員会が積極的に入

っていって、てこ入れを図るというのもなかなかはばかられるところがあります。それは、

その活動の中で自分たちで、これも言葉に語弊があるかもしれませんけれども、和気あい

あいと楽しい興味関心を一緒にする時間を共有しているそのことによって心の涵養、文化

の発展に寄与しているのではないかと私は思います。こちらのほうから要請があれば行き

ますというか、助言等はできますけれども、積極的に教育委員会でこれをやろうというふ

うには、今のところはなかなか難しいものがあります。町制１１０周年に向けてラジオ体

操会を呼ぶであるとか、こういうようなことは考えてはいるのですけれども、どういうこ

とをやって今東海林議員がご指摘されたようなこの中頓別町の地域レベルを上げていくか。

これについては、小中学生が元気になること、これが一番だと思います。特に部活動等で

顕著な成績を上げてくれる、あるいは文化団体等で顕著な、個人的なものになるかもしれ

ませんけれども、表彰をとる、こういうようなことで町に元気を与える、それが一番私は

近道ではないかなと思っています。
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それから、町の若い方々は、それぞれで団体があります。商工会だとか青年部であると

かそれぞれで活動されています。そして、高齢者の団体ということで、端的に言えば４０

代、５０代のところがぱかっとあいているような感じになっています。ここの方々がどう

いうふうになっていくか。ここの方を指導するというのは、なかなか苦しいものがござい

まして、そこを飲みに行ってカラオケを歌うかというわけにはいかないと思うのです。こ

んな講演会をするのですけれどもというので広報で周知したとしても、なかなか厳しいも

のがあります。

厳しいことばかり言っていて、おまえどうするのだということなのですけれども、非常

に悩んでいるというのが私の正直なところでございます。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 小中学生が元気になれば、それは一番いい土台ができ上がるわ

けですけれども、教育長、私もう一つ言いたかったのは、余り切り込んではいきたくない

のだけれども、指導体制なのです。それと、私の考え方では、常に教育現場というのは社

会教育にとっては図書館であったり、郷土資料館であったり、体育館であったり、公民館

である。いわゆる町民センターである。そういうところに本来人を呼んで、あるものを企

画して、どうぞ学習してみませんか。そこに教員たる社会教育主事が配置されて、そして

教育長にやりなさいなんて言わないです、それは。だから、そういう職員の配置をきちっ

とすることこそ逆に小中学生も喜んでくれるのではないですか。そして、一般の社会教育

団体も相談しやすいでしょう。こんな役場の中にどこに教育委員会があるのかもわからな

いような、どこに社会教育主事がいるのかもわからないような状況の中で相談に来てくだ

さいとか、来てくれるわけがない。私は昔は出歩いたのです。今まさに接触するそういう

ことが少なくなって、しにくくなった時代だから、その辺の指導環境を整えていく。さっ

さと町民センターからこの役場が新しくなったら教育委員会が逃げ出すようでは、ここへ

逃げてきたのです。私は反対だったけれども。やっぱりあそこに教育委員会があったら、

まだまだ相談に行きます、社会教育団体。役場のそこへ来て、先生、これはどうやったら

いいだろうとか、うちの組織は今金がなくて困っているのだけれども、何かいい方法ない

だろうかとかと、くだらないけれども、そんな相談から受け付けなければならないはずな

のです、本来は。

そういう意味で、私が今言ったように、学校教育と同じように施設とそこにいる職員、

そういうような関係を整えてこそ、それからいかに住民がそこへ行って、相談や指導を受

けたいという思いに応えられるような配慮ができるかという状況をつくっていただくのは、

悪いけれども、教育長の力だなと感じているのですけれども、そういう意味で教育長の論

理で答えていただければ、非常に何か心美しく聞こえるのだけれども、現実的に社会教育

主事は何やっているのと言われていることをご承知でしょうか。それも含めて、私が言っ

たもう少し住民との接触点を多くできるような配慮をとっていただけるかどうか、お願い

いたします。
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〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 教育委員会の場所の問題については、私が来る以前からあそこ

で勤務していますので、町民センターから移ってきた経緯については私のほうでは何とも

言えません。

ただ、町民センターに教育委員会があったほうが東海林議員がおっしゃるように相談、

あるいは気楽に入ってきて話をするということはやりやすいのかなというふうに思います

が、教育委員会はちゃんと看板もありますし、あそこでやっているということ。どこにい

るかわからないということは決してないと私は思うのです。それから、応接セットもあり

ますし、入ってきて話をする方もおられるわけです。そのときには社会教育のほうで主に

担当しますけれども、そこでは、どういうふうに感じられるかはわかりませんけれども、

相談に乗っているというふうに私自身は考えております。

それから、社会教育主事は発令しています。これは、グループ制という中で社教はその

グループの一員として働いています。町の人が社教というのがどういう仕事をしているか

わからないというふうになっていますけれども、正直申し上げて社教本来の仕事は社教主

事は今現在はやっていません。社会教育の催し物に協力している、自分の役割を果たして

いるというのが正直なところです。では、社教は何も働いていないではないかと東海林議

員はお話しされるかもしれませんけれども、非常に苦しい答弁になりますけれども、グル

ープという中で仕事をしていて、自分が本来的に積極的にイニシアチブをとらなければな

らないような業務にはついていないというのが正直なところです。

答えに窮する場面もあるのですけれども、そこの場所であっても東海林議員が今ここで

質問していただいた相談に来る人が相談しやすいような体制、親身になってアドバイス、

あるいは協力できるような体制、これについては自分が最大限努力を払わなければならな

いものだなというふうには思っていますけれども、一番最初に来たときに俳句の大会があ

りました。このときには団体の方が来られて、何度か打ち合わせをしていたと思うのです

けれども、私は社会教育のほうで担当していましたけれども、やっぱりそのときにはしっ

かりと丁寧に対応していたというふうに私は思っているのです。ただ、そういうときにあ

ったときには教育委員会は大いにかかわっているかもしれませんけれども、ただ一般的な

ところで特に文化団体で誰か絵の指導者はいないかとか、誰かこういうような特技を持っ

ている人はいないかという相談というのは余り受けていないのです。

社会教育の課題というのは、何とも自分の中では整理し切れない部分もあるのですが、

ただ一つ言えることは、やはり時代の流れとして今この地域社会全体でこういうようなも

のが求められているのだということ、これが絞りにくいのではないかというふうに思って

います。では、おまえどうするのだということなのですが、ただ場所はあそこの場所で、

来る人拒まずという形で、相談する体制はしっかりと今後も整えていくというか、行って

いきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。
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〇６番（東海林繁幸君） 再々質問終わりましたので、質問ではありませんけれども、教

育長、もう一度社会教育法第９条の２をよく見て、社会教育主事がグループの一員でグル

ープ内で活動している、そんなことではないのだから、社会教育主事というのは。そんな

いいかげんな教育専門職だったらいなくてもいい、そんなもの。学校でいう指導主事と同

じ資格で本来市町村教委に入ってくるものだから、それは教育長はわかっているはずなの

だけれども、ごまかしているだけだなと思って、だけれども今の状況の中でいいと思わな

いで、だめだと思っている人もいるのだから、それがそうだなと少しでも思ったら直すぐ

らいの気持ちを持っていただきたいと思います。

それで、これで本来は終わりなのだけれども、町長、もし許していただくのなら、この

一般質問を提出したときに何でもなかった北朝鮮の北海道を通過したあのばかげたやり方

でＪアラートがどうなったのか、その対応だけ一言でいいから、中頓別町の対応はどうな

ったのか、私全然わからないから。これは、本当だったら２人も３人も期限に入っていれ

ば出てきた問題なのだけれども、誰も言っていないから私があえてルール違反をして聞き

たいと思うのですが。言いたくなかったらいいです。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４６分

再開 午前１０時４８分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

〇６番（東海林繁幸君） 以上で終わります。

〇議長（村山義明君） ここで休憩をとりたいと思います。

議場の時計で１１時まで休憩します。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１１時００分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り、会議を開きます。

これにて東海林さんの一般質問は終了しました。

引き続き、受け付け番号３、議席番号４番、宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 受け付け番号３番、議席番号４番、宮崎です。私の１問目は、イ

ベント用備品の更新等について伺います。

先日の夏祭りでは、準備と片づけに多くの方が参加され、負担の分散と軽減が図られた

と感じますが、人口減少やイベントの開催意識などを根本から共有できなければ長くは続

かないと思います。また、本町が保有するイベント用具は、出し入れや設置に多くの人力、

車両等を必要としており、部品の欠損も目立っております。一人一人の疲労が大きくなら
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ないよう計画的に更新し、イベント振興につなげる必要があるのではないでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） イベント用備品の更新等についてのご質問にお答えをしたいと思

います。

本町では、団体や実行委員会等によるイベントが多数開催されており、開催の目的や意

義はさまざまではありますが、それぞれのイベントが特徴を持って開催されていると理解

しております。今後も各種イベントの開催に当たっては、さまざまな形で支援をしていき

たいと考えております。イベントの実施に当たっては、開催の目的や意義等を明確にする

ことにより、携わっている方や参加される方にとってもよりよいイベントとして継続され

ていくものと思われることから、主催する団体や実行委員会の中で協議を深めることが重

要と考えております。

イベント用具につきましては、中頓別町観光協会が管理しているところでありますが、

老朽化等により使用不能な備品等もあることは認識しておりますので、今後観光協会等と

協議をしながら、更新の方向性について検討したいと考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） まず、イベント用具については、更新の方向性を検討されるとい

うことなのですけれども、お答えのとおり、更新の必要性が明らかなことがわかっておら

れるということですから、例えば来年に向けて更新するというふうに明言していただけな

いかなというふうに思うところで、私も観光協会の一員でもありますし、大きなイベント

を主催する中の一人でもあります。主要なイベントでは、準備から片づけまでほぼほぼ参

加をさせていただいているので、その中で毎回参加をしている皆さんがやっぱり同じこと

をおっしゃっていると思いますし、状況もわかっているつもりです。ですので、観光協会

等の独断でできるならとっくにやっているとは思うのですけれども、これは絶対的に町全

体でやることだと思います。今あるテントなんかも宝くじの助成金などから町を通して購

入されたものだと思います。町の備品のお下がりのようなものもあると思います。そうい

ったことで、町内全体で有効活用できることですし、必要性が共通理解としてあるわけで

すから、早急に対応するべきだと思いますけれども、再度伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 予算までに現状の把握を適切に努めて、来年度において必要な分

についてはしっかり予算を組んで対応したいと思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 早く対応していただけるということで、ただ町長はどういうふう

にお考えになっているかわからないですけれども、例えば今あるものを一気に更新しよう

と思ったらすごく大変なことだと思いますので、これまでも計画的になかなか更新をされ

てこなかったから、ある時期になって使えないものがふえてくるというふうに思いますの

で、例えば特にテントなんかは、人がたくさん来るイベントなんかでいうとその数自体が
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足りなくて大変困っていますし、イベントを主催する側としてはそういうふうに思ってい

るのですけれども、参加をされるご来場される方々としては、町の高齢化が進んでいます

から、地面にブルーシートを敷いただけのところに直接座るというのは非常に大変なこと

だと思いますので、テントだけではなくてテーブルとか椅子ももっとあったほうがより町

内の行事を長く楽しんでいただけるのではないかなと思うのですけれども、その点だけも

う一回確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 今おっしゃったように、実際にイベント会場の設営の方法とかも

既存の備品でできる範囲ということで今までされてきているところがあると思います。そ

ういう中で、参加者本位で、あるいは設営する側の負担の軽減、その両面を考えて、ある

程度中期的にどのような形で会場設営し、そのための備品を今後整備していくのか、その

あたりをしっかり整理させていただいた上で、計画的にとは言いつつも早くすべきものは

早くという考え方に立ってやっていきたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） お考えいただけるということですので、状態の悪いものは更新を

して、数自体は少しずつふやしていけるような形で考えていただきたいと思います。

この質問については以上です。

２問目は、長寿園の増改築工事について伺います。長寿園の増改築工事が進められてい

く中でさまざまな疑問が生まれています。過去２回の質問では、特段の問題はないとの答

弁でしたが、既存の屋根の形を変える設計などがおくれていて、工事の停滞を招いている

と聞いています。一体何が起こっているのでしょうか。総額約８億円とされる工事契約額

がショートするおそれはないのか。また、工事内容の変更はないか。剥がれた壁、むき出

しの配線や配管、騒音の中での生活に利用者はもちろん家族、職員もストレスを抱えてい

ると思います。町行政に対する不満もないとのことでありましたが、この点いかがでしょ

うか。設計当初から今後の流れについても、改めて順を追って説明していただきたいと思

います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

長寿園増改築工事での１期工事は、計画どおり完成し、利用を開始しています。また、

２期工事については、既存施設を利用しながら工事を進めていますが、特に工程のおくれ

等は生じておりません。屋根の設計変更については、現在方法等について検討していて、

間もなく方向性をまとめるところです。工事費や設計管理費については、屋根の設計変更

にもよりますが、現時点では債務負担行為で議決された８億円の範囲でおさめたいという

考えであります。

施設利用者が利用している中で工事を行っているため、利用者及び家族、職員の皆様方

にはご不便をかけていますが、できるだけ騒音、粉じん等の作業は速やかに終わらせるよ
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う指導いたします。

本工事の流れについては、平成２７年度、設計業務、平成２８年度には増築部の建設、

平成２９年度には既存施設の改修、平成３０年度には既存管理棟及び養護棟の増改築及び

外構工事を行う工程となっています。特養棟の屋根については、本年度に予定していまし

たが、変更内容によっては来年度に延ばして施工することになる可能性もあるかというふ

うに思っております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 今のお答えからすると、基本的にはおおむね順調というお答えだ

と思うのですけれども、私は見る限りは大変不便な設計、施工ではないかなというふうに

思います。昨年新設された特養棟の正面から入っていけば直線通路になるところがことし

は封鎖されていて通れない。なので、特養の事務所のほうまで行こうとしたら恐ろしい遠

回りをしなければならなくて、知らないで来られる方が皆さん戸惑っているということで、

職員の方が廊下の床にテープで矢印を張って対応しているというような状況があって、こ

れはもともとそういう工程だったのかというところと、配線なんかも何度もつなぎ直すた

めにずっとむき出しのままになっているというふうに聞いたのですけれども、この点いか

がか確認をさせていただきたいと思います。

それと、屋根の設計変更と予算の関係なのですけれども、屋根の変更がなければ予算ど

おりおさまるという見通しになるのか。また、屋根の形の変更についてももともと回廊を

つくったわけですけれども、設計を変更することになっていたのか、この点についてまず

再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） ご説明いたします。

電気等の配線につきましては、もともとから既存の棟を使いながらやるということだっ

たので、ある程度天井をとった中で作業をするということで考えていましたが、この間私

もちょっと確認はしたのですけれども、かなり配線等が出ている部分を確認しましたので、

その辺につきましては指示して、ある程度隠して作業するような形で進めてくださいとい

う形の指示はしております。

それと、屋根の関係に関しましては、もともと屋根は今のお風呂場あたりですか、その

辺の屋根を改修して直すという形で設計していましたが、去年の暮れからことしにかけて、

既存の養護棟のほうの軒先等がかなり壊れているので、その辺のほうも含めた中で改修を

行ったほうがよろしいのではないかということで、ことしの春先に再度設計を見直す形に

考えています。それで、ことし６、７月ぐらいに屋根の部分の中を全部調査した結果、や

っぱり古いものですから、かなり傷みがひどいもので、それにお金が少々かかるという形

で考えております。現況で大体ことしはそれを含めた段階で、まだはっきりとは言えませ

んけれども、７億９，０００万円程度で全体的な工事が終わるのではないかという形で考

えております。はっきり出るのは、１カ月、２カ月先にはなると思いますけれども、それ
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ぐらいになると全体的な工事費用を提示できるという形で考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 済みません。今ちょっと１点聞き忘れたのですけれども、今現在

の既存の厨房とか入ってすぐの食堂というか、大きい広間、あそこら辺も何かことしやる

ような話があったかなと思うのですけれども、その点、今特別何もしていないとは思うの

で、どんな状況というか、やるか、やらないかとか、そういったところについても再度お

答えいただきたいなと思いますけれども、７億９，０００万円ぐらいになるかなというお

話でしたけれども、工事のほうではなくて、備品の購入のほうで長寿園のほうで物を選ぶ

のに大分苦労されていたようでして、もともと想定していたものよりも価格を抑えた中で

よりよいものをということで、これは思いのほか工事費のほうに予算がとられているとい

うことなのか、これもちょっと確認させていただきたいと思います。

それと、今回この設計をされた株式会社アイエイ研究所という設計会社になりますか、

中頓別町ではこども館などの設計をこれまでもされているようで、今回長寿園側で依頼し

たということになるのですか。町側なのか、ちょっとわからないですけれども、旭川市の

会社ですよね。ですので、似たような気候なので、雪の問題とかもわかっていただけそう

なものかなと思うのですけれども、何か聞くところによるとほとんど現場のほうに来られ

ないということで、施工業者のほうで設計を書き直したりしているということを聞いたの

ですが、実際そうなのか。施工していく中で、工事を進めていく中で消火栓の位置が問題

になったり、必要なものが設計の中に入っていなかったり、何かいろいろと不備があるよ

うなことを聞くので、この点についても確認をさせてください。

それと、事業の関係で、町の事業も含めてなのですけれども、今委託で建築士の方がい

らっしゃっているようで、これは町としてやる全ての公共事業のために来られているのか、

長寿園の工事期間の中だけなのか。また、その費用はどの予算の中で雇っているのか。増

改築工事の費用なのか、町の予算なのかというところで、その方が来られてからだと思う

のですけれども、比較的規模の小さい工事でも今まで提出したことのないような多くの書

類を要求されるというようなことも聞いたので、これは何か変化があったのか。どういっ

たことで書類が多くなっているのか、会議が多くなっているのか、この点について再度伺

いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） １点目の厨房の施設の天井の部分に関しては、厨房の施設自

体の天井の関係は、ナースコールだとか電気の配線だとかをあそこから引っ張ってこなけ

ればいけない部分をやる工事をやっています。基本的には向こうの棟の工事は来年という

形になります。

備品購入については私ではないので、３番目のアイエイ研究所の関係なのですけれども、

これは、アイエイ研究所は設計の段階でたしかプロポーザルで何社か施工等を聞きながら、

その中でアイエイ研究所を選んだという形のプロポーザル方式になっております。
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それで、現場のほうに来ていないのではないのかという話なのですけれども、基本的に

２週には１回だとか現場内での打ち合わせ会議をしていますし、私方が入る打ち合わせ工

事なんかは、１カ月に１度全体で集まりながら全体の工程だとか、不便なことだとかそう

いうのを打ち合わせながらやっております。また、日々のものはネットだとかを使いなが

ら、インターネットで連絡をとりながら、工程だとかそういうものを管理して要望を聞い

ている、工事を進めているという形なので、来ていないので、わからないという形はない

という形に思っております。

もう一つ、指導の関係に関しましては、以前も説明していると思うのですけれども、建

設技術センターのほうから建築の専門家の人に来ていただいて、管理だとか設計だとかそ

ういう我々ができない建築の部分のほうの指導をしてもらっているという形になっており

ます。予算のほうは、財産管理のほうで上げております。

そして、業者のほうで今までない書類が多いのではないかということはあるのですけれ

ども、それは基本的に今までちょっと少なかったので、正規につくっていただくような形

で指導をしていると。そういう指導をもとにしておけば、今後いろいろな道の仕事だとか

開発の仕事だとか受けるときに困らない程度の書類を出してもらっているということが現

実で行っております。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） 私のほうからですけれども、備品の関係であります。備

品の関係の金額については、当然備品購入は工事とあわせて購入していかなければいけな

いのですけれども、代金につきましては工事とは別に考えていますので、工事費がかかっ

たから備品を安くおさめるとかということではありません。あくまでも入札した結果安く

なった。どんなものでもいいから安いもの買えということで言っていることではありませ

んので、その辺はご理解いただければと思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） わかりました。ぜひ予算の範囲内でいいものをつくっていけるよ

うに見ていっていただきたいなと思います。

この質問については以上です。

それでは、３問目は、交付税の算定ミスは深刻と題して伺いたいと思います。普通交付

税の今年度交付額が確定し、中頓別町は法人税割の把握ミスで交付額が大きく減額される

ことになり、不名誉な話題として取り沙汰されています。議員への説明、新聞報道、行政

報告、広報での謝罪というような流れでありましたけれども、知らない、理解できないと

いう声が多いです。２億円を超えるこの大きなミスは、地方交付税法で想定する錯誤、思

い違いのレベルを逸脱しているというふうに思います。今回の誤りはどのようにして起こ

ったのか、町民がわかるように説明していただきたいと思います。また、再発防止のため

厳然たる処分、大規模な人事異動も必要ではないでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。
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〇町長（小林生吉君） 交付税の算定ミスにかかわる質問についてご答弁を申し上げます。

普通交付税の算定方法は、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いて、財源不足

額により交付されるものです。基準財政収入額とは、その年に町の収入として納入される

見込み額として町民税、固定資産税、軽自動車税等の税金や地方譲与税、地方消費税交付

金等の国から配分される交付金等により算出されます。今回のケースは、この基準財政収

入額の算定において町民税の中の法人税割額の算定に誤りが生じたもので、本来町民税収

入として見込めない額を含めて報告したことによるものです。

法人税割額は、法人税申告書から転記して積算しますが、その折納税義務者、会社のう

ち中頓別町に所在する事業所の標準税額分とするところを全社分の数値を用いて算出した

ことにより、町の収入額が本来よりも過大となってしまい、財源不足額が少なくなったこ

とによるもので、担当部署で決裁しておりますが、誤りに気づかず、報告してしまったも

のです。

今後再発防止のため町独自の昨年度数値を確認できる比較表を作成するとともに、財政

担当部署の合議を受けて、チェック体制をより厳重に行うこととしています。

職員の処分については、中頓別町職員懲戒処分等の基準要綱に基づき、当事者と監督者

に対して訓告処分を行い、また全ての職員に対して各業務におけるミス防止に向けたチェ

ックのあり方を改めて検討、確認するよう申し伝えてきたところであります。本件を捉え

ての人事異動を行う考えは、現段階ではないということであります。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 結構ご答弁いただいた中でボリュームがあるので、ちょっと分け

てお伺いしたいなと思うのですけれども、まずこちらというよりも、星川議員もこの後同

じ趣旨の質問をされると思うのですけれども、そちらのほうは私のほうで詳しくはお伺い

しませんけれども、まず１点確認をさせていただきたいのは、星川議員の質問と答弁にあ

る基金の取り崩し、当初の説明では今回の交付税の減額によって予算総額から約２億２，

０００万円が足りなくなるということだったので、私はその分を取り崩すということをお

っしゃっているのかなと思っていたのですけれども、星川議員の質問への答弁からは法人

税割だけでの減額額２億５，７００万円を取り崩すと読み取れるので、臨時会で町長はで

きる限り予算であるとか基金の取り崩し、こういったものについても減額をしていきたい

というふうにおっしゃっていたのに、結局そのような対応しかとれないということになっ

たのか、この点も確認させていただきたいと思います。

それと、これも臨時会のときのお話なのですけれども、町長のご答弁に関連して、私は

滝川市の例を挙げて、基金の取り崩しではなく減給であるとか行政全体で責任をとるべき

ではないかとお伺いをしたのですけれども、町長は旭川市の例を挙げて、本町と同じよう

なことが過去に起きているけれども、処分がなかったようなところもあるというようなこ

とをおっしゃっていたと思います。皆さんにもいらっしゃると思いますけれども、私も他

の自治体の職員に知り合いがいまして、旭川市にも何人かいるので、聞いてみたり、自分
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でも調べてみたりしたのですけれども、町長のご答弁と同じ内容かはわからないのですけ

れども、平成２７年度に交付税申請の際の記入漏れというものがあって、約６億円減額さ

れたということがあったようで、ただこのとき市長は報酬を減額されたようです。これは

定かではないですけれども、担当職員については退職をされたのではないかということも

聞きました。また、これは平成２７年度に起きたことなのですけれども、その約６億円の

返還というのは平成３０年度になるということが平成２７年度時点で既に決まっているよ

うな感じだったのです。なぜか本町では来年度には返ってくるとおっしゃる町民の方が何

かすごくふえているような感じがして、広報を見てなのかわかりませんけれども、決して

そういう書き方はしていなかったと思うのだけれども、これは消滅はしないということで

すけれども、交付の時期も決定したのか確認したいと思います。それと、この点は私が知

り得たのとは違う事案のことをおっしゃっていたということであれば、それはいつどのよ

うな内容だったのか。同じであれば、なぜ認識の違いがあるのかについても確認をさせて

いただきたいと思います。

そして、やっと私の質問への答弁に対する再質問なのですけれども、まずは今回は全社

分の数値を用いて積算したことによるという答弁なのですけれども、これも説明を受けた

当社は本社分ということでした。これは同じことなのか。本社だけと全社というのとでは

私は何か違うような気がしたので、この点も確認をさせていただきたいと思います。です

から、これはちょっと本社分なのか、全社分なのかわからないですけれども、根本的にな

ぜその数値を用いて積算するという過ちが起きたのか。中頓別町に所在する支所等の分を

割り出すために本社分、または全社分の数値が必ず必要になるということなのか、この点

についても伺います。

そしてまた、その結果一体幾らと報告してしまったのか。発覚直後の臨時会で伺ったと

きには、法人税割分では約８００万円、これは前年度に得た実績ということになると思う

のですけれども、そのようなお答えだったと思います。その後、私自分でも調べてみたの

ですけれども、何か簡単に誰でもわかるようで、前年度以前の実績というものが出てきま

した。それで、前年度、平成２８年度の基準財政収入額を見たところ、中頓別町の法人税

割は２７０万円ぐらいだったかなというふうに思います。ちょっと数字は正確かわかりま

せんけれども。交付額が約８００万円ということだったので、需要額は約１，０００万円

から１，１００万円くらいということになるのでしょうか。これが正確かどうかはわかり

ませんけれども、このような具体的な説明は一切ないので、平成２９年度、今年度の決定

額についても確認をさせていただきました。平成２８年度を見てからだったので、ちょっ

と見間違いかなとは思ったのですけれども、私の見間違いでなければ２億六千数百万円と

いう感じになっていると思います。ですので、需要額が約１，０００万円ぐらいであると

したら、８００万円のプラスどころか２億５，０００万円のマイナス、減額になるという

のも納得せざるを得ないところかなとは思うのですけれども、この点一体どのような法人

の本社、または全社というものを含めるとこのような大きな金額になるのか、これについ
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ても答えていただきたいと思います。また、今私が申し上げたような内容で正しいのかど

うかについてもお答えいただかないとちょっと話が進まないので、まずこれらの点を再度

伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 数値的な部分は、後で政策経営室のほうから補足をしていただき

たいというふうに思いますが、まず基金の取り崩し額のご質問については、今回の純粋に

報告の誤りに基づいた不足分は２億５，７００万円で、前回２億２，０００万円と言った

のは、交付税として現在予算計上している分に対して実際に入ってくる交付税がそれぐら

い減るというところでの数字の違いというふうにご理解をいただければというふうに思い

ます。星川議員のほうの答弁になってしまうのですけれども、２億５，７００万円を取り

崩すというふうにちょっと誤解されかねないのですけれども、決してその金額を崩すとい

うことではなくて、ゼロとはいかない可能性は高いのですけれども、本当にできるだけ取

り崩し額を少なくしたいと。せいぜい数千万円程度の取り崩しの範囲でできないだろうか

と。これは、ただ今後特別会計の動向とか、そういうところを見ていかなければ、ほかの

要因で繰り出しが多くなったりとかということもあり得るので、今の収入の見込みでいく

とその程度の範囲でできるのではないだろうかというような認識を持っております。

それと、処分の関係については、私も直接確認したわけではなく、又聞きの範囲だった

ので、申しわけないのですけれども、ちょっとそういう認識はなく、直接調べたりという

ようなこともなかったので、もし発言に誤りがあったのであれば陳謝したいなというふう

に思います。

あと、交付の時期でありますけれども、地方交付税の検査に関しては３年に１度検査が

あるということで、錯誤等の取り扱いについては基本的にはその３年に１度の交付税検査

のときに処理されるということで、旭川市が平成３０年度に交付だとしたら、多分平成２

７年度の交付分を平成２９年度にその交付税の検査を受けて、平成３０年度に交付になっ

たというようなことではないかと推測されますが、うちの場合も実はことし交付税検査の

年に当たりまして、今度は平成３２年に交付税検査があって、そして平成３２年のときに

やったら返ってくるのは平成３３年になってしまう可能性もあるのです。ただ、町にとっ

ては非常に影響が大きいので、今は今年度これから行われる交付税検査のときに今回の錯

誤分を特例として取り上げてもらって、そうすることによって何とか来年度に収入が確保

されるようにできないだろうかというようなことを先般道を通じてお願いをしているとこ

ろでありまして、そうなれば来年度の収入確保ということにつながるかなということであ

ります。これは、１０月までには少なくてもわかるとは思うのですけれども、そのような

取り扱いがどうなるかということであります。

あと、前回の説明で本社分というふうになっていましたけれども、これはそれが誤りで、

あくまでも全社分の数字を入れてしまったということであります。というのは、例えば１

００人の会社があれば、１００人のうちその事業所に何人の職員がいるかによって法人税
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割を案分することになるのです。だから、通常本社といえば本社にいる人間だけで計算す

る数字になりますけれども、そうではなくて案分する前の数字を報告していたということ

なので、正確には全社分ということでした。前回の誤りについては、訂正をさせていただ

きたいということです。そういう中で、今回誤りのあった分というのは３社……多分間違

いなく３社分ということであります。

あと、詳細については、政策経営室のほうからまた数字のほうは説明させていただきま

す。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） 基準財政収入額の詳細についてご説明いたします。

先ほど話がありました基準財政収入額、均等割の法人分なのですが、ちなみに平成２８

年度実績でいきますと、平成２８年度の算定額です。これが４４４万８，０００円という

数字が正式なものです。ですので、多分とられた数字の違いはあるのかもしれません。そ

こはちょっとうちのほうでこれは正式な数字ということで押さえていただければと思いま

す。今年度の部分ですと、正規でいきますと８６７万８，０００円の法人税割を本来です

と算定として出てくる数字というふうに押さえています。それが先ほど町長から説明があ

ったとおり、数値の報告誤りによって２億６，６０８万８，０００円という数字を上げる

ことになったと。その誤差が約２億５，６００万円というふうにうちのほうでは捉えてい

るということであります。

それで、交付税検査なのですが、補足ですが、１０月下旬に開催する予定で今進んでお

りまして、日程のほうはほぼ固まりつつあるのですが、今そこで通常当該年度では取り扱

わないと言われるいわゆる平成２９年度の交付税算定検査においては平成２９年度の交付

税算定額というのは通常取り扱わないのですが、今回特例としてこの件だけを上げてもら

うように理由書を上げて、今道のほうに申請している最中であります。その結果というの

は、先ほども町長がお話ししましたが、もう間もなく取り上げていただける方向になると

いうことで結果が出ると思われます。そういうことで取り上げていただけるとなった場合、

１０月に行われる交付税検査においてその額を錯誤として認められるという形で、認めら

れた場合来年度の普通交付税の算定にその分が錯誤分としてのっかっていくという予定に

なっております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 前年度の数字は大分私間違っていたなと思うので、その点は申し

わけなかったですけれども、今年度出ていたのは大体見たので合っていたのかなと思いま

す。約２億６，０００万円、収入額の法人税割で２億６，０００万円というのが間違った

数字なわけですけれども、これは私が見た中ではこの金額だとしたら例えば江別市とか岩

見沢市などの大きな都市よりも多い金額であって、道内では多分石狩市に継ぐ経済規模に

なるような数字の間違いになったということです。先ほど本社ではなくて全社分というこ

とで、全社分が入るとそんな大きな金額になるのかと先ほどの質問になるわけですけれど
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も、今説明を聞くと心配はないかなと思うのですけれども、ちょっと一部気になる声があ

って、本社分とか全社分ではなくて、実は単純に計算を間違っただけなのではないかとい

う声が町内ではあったりしまして、いつもの数字の１００倍したぐらいの額かなと思った

のだけれども、さっき数字が違ったので、これは心配ないかなと思いますけれども、この

点についても間違いないか教えていただきたいので、できることなら証拠といいますか、

例えばその算定の流れがわかる記録であるとか文書等、今すぐではなくてもいいので、も

し可能であれば出せるものは出していただきたいなというふうに思います。

最初のご答弁の内容が大分はっきりしましたので、最初のご答弁の後段のほうについて

もお伺いさせていただきたいと思います。本件を捉えての人事異動を行う考えはないとい

うことですけれども、正直なぜというふうに思います。はっきり言われないところがたく

さんあるので、答弁のほうでいうと今回の担当部署というのは、はっきりどこなのですか。

今後合議を受けるようにするとしている財政担当部署というのはどこなのか。当事者と監

督者とは誰なのか。別に断定するわけではなくて、その役職であるとか部署の名称ぐらい

はお答えいただいてもいいのではないかなというふうに思いますので、可能であればこの

点も確認をさせてください。

それと、今回の訓告という処分は、訓告というのはそれだけでは私は非常に軽い処分な

のではないかなというふうに思います。ここ最近は訓告以下の処分が、処分と言えばいい

のかわからないですけれども、ふえているように感じます。国保税の問題なんかでも厳重

注意であったりとか、例えば免職であるとか停職であるとか減給、戒告、いわゆる４懲戒

と言われる懲戒処分、こういったものにはできる限り該当しないように指導ということで

あれば、私は軽目の処分の場合こそかえって異動はしてもらったほうがいいのではないか

なというふうに思います。視点を変えるために一度異動して、外からもとの部署を見たり、

携わったりすることも必要なのではないかと。町長、そういうことを職員に指導できない

のだったら、私はこの職場に指導力はないし、だとしたら職員を育てることもできないと

いうふうに思います。また何かそういうことを言えないおかしなパワーバランスがこの役

場にあるのか伺っていきたいと思いますけれども、また当事者とか関係者だけを何かあっ

たときに異動させてしまったら目立ってしまうということなら、本当にガラガラポンする

ぐらいのことが必要なのではないかと。こういうことが起こるということは、適材適所と

いうのもなかなかおわかりになっていないのではないかなというふうに思いますけれども、

いかがか。

大きなミスを犯したりしたら、処分がされて異動させられるということと、同じ部署に

同じ職員を長く置かないということも民間では当たり前のようにやっていることなのです。

長く同じ部署にいると、ひどい内容ですけれども、横領であるとかそういった不正がしや

すくなる。不正とかはなくても、怠慢が起こる可能性が高くなるというふうに思います。

気の緩みとかを防ぐためには、新鮮な場所に身を置いてもらうしかないというふうに私は

思います。これまで副町長を設置しても、課の再編を行っても、ベテランの職員がいても、
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ご答弁からすると誰も確認せずに決裁を通してしまったということになると思います。公

文書等の間違いも減らない。これは、本当に町民の皆さんおっしゃっています。正直よく

なるどころか悪くなっている。それなら今までどおりのほうが、変わらず何もしないでい

るほうがまだましだったのかなと私は思ったりもします。

また、こういう不祥事が起こるたびに、どこでも言うことなのでしょうけれども、チェ

ック機能を高めると言っておきながら、今回の件というのはとうとう中頓別町行政の歴史

上最大の汚点とも言える出来事になってしまったのではないかと、ほかにもあるかもしれ

ないですけれども。ということは、チェック機能を高めるとおっしゃるけれども、チェッ

ク機能そのものが本当に存在しているのかな、存在すらしていないのではないかなと思う

ところなので、この点についても確認をさせていただきたい。どの職員が例えば今どうい

う仕事をしている、チェック機能だけではなく、こういうチェック機能もどういう仕事を

しているか把握できているでしょうか。そんなシステムないのではないかなと思うのです

けれども。これも何回もお伺いして申しわけないですけれども、グループ制って本当に何

のためにあるのだろうと。私は、文書の間違いを何回も言ってきたのですけれども、やっ

ぱりこういうことをしっかり直していかないと大きな問題につながるということではない

かなというふうに思いますので、大きな改革が必要なのではないかなと思うのですけれど

も、町長、この辺いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、一番最初の間違いの関係なのですけれども、法人町民税の

申告書を見ますと、一番上にその法人が納めた、全体です、国の法人税額を納めた税額が

入るのです。いろいろ引いたり、足したりする項目があって、最終的にはその法人の町民

税の課税標準となる額が出てくる。これは、法人が全市町村に合計で納めるわけです。そ

の額に対して、それぞれ市町村の税率を掛ける前に全社の従業員数とこの町にいる従業員

の数を案分するのです。細かい数字はないですけれども、例えば全社で１００人いて、中

頓別町に３人しかいないとすれば１００分の３と。掛けるその標準税率を掛けて、その町

の町民税額、町の法人税割、法人町民税の額があるのですけれども、その人数が案分を掛

ける前の数字を拾ったことによる間違いです。だから、最終的に集計する表に転記する際

に、本町分ではなくて全社分の数字を入れたことによって集計額を間違えたというもので

あって、そういう転記のミスというのがベースにあったということです。これは、今回道

のほうにもいろいろ行った際に、幾段階かで町が報告した後にもチェックが働き得るチャ

ンスがあったかもしれないのですけれども、結果としてはそういう形にもならなかったと

いうところであります。もちろん第１次的にというか、全ての責任は町の責任ということ

であるので、そこは理由になりませんけれども、改めてミスの防止はみずからの町がしっ

かりやる体制を持っていなければ防止できないものだというふうな認識に立っていくこと

は必要かなというふうに思います。

それと、今回の担当部署は、報告に当たったのは税を担当する総務課住民グループであ
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りまして、当該職員については担当したのはその担当をしている主事、それと監督者とい

うのはその部署の主幹ということであります。最終的に交付税そのものは、今でいえば総

務課政策経営室の担当になるので、住民グループだけの決裁ではなくて、政策経営室のほ

うにも合議を回すことによって二重のチェックをできるようにしていきたいということで

あります。

それと、職員の処分に関してでありますけれども、これは処分に関する町の基準がござ

いまして、それについては職員の中で審査委員会が庁内で設けられていて、その基準に照

らして委員会の報告に基づいて私どものほうで処分を決定しているというものであります。

これらの基準が甘いのではないかというご指摘かと思いますけれども、改めて今後の綱紀

を粛正していく上でも現制度でいいのかということについては、その審査委員会なども通

して検討してもらうようにしたいなというふうに思います。

あと、これらを今後防止していくための対策としての人事異動というようなお話であり

ますけれども、後からおっしゃっていたように長く同一の職員がその部署にいるというこ

とは、多くの弊害も生むということはあるというふうに思います。ただ、今私が思ってい

るのは、直接担当する職員、それは当然初めて担当するという業務になるので、チェック

する側にはその業務を既に経験したその部署におけるキャリアの長い職員がいて、そうい

う流れでチェックが二重化するというような形をとりつつ、さらにそういうきちんとした

チェック機能が働いているかというところを管理監督していく課長なり、主幹なりがいて

というような組織になっていくことが一方で必要だというふうな思いもあります。

グループ制っていろんな意味を持って始まったものでありますけれども、一つの背景と

しては、全体として行政の職員数を削減していかざるを得ないと。一方で業務はふえると。

これをどう解決するかという中で、従前のような１人１係、かつては１人が３係の係長兼

務とかそういったようなことをやって、縦割りでやっていくには無理だという中で、一定

の業務を１つのグループにまとめて、その中で先ほど言ったように職員の経験をつないで

いって、全体として仕事をこなしていけるような組織にするというような趣旨目的であり

ますので、今急激に職員が退職し、新しい職員が入ってきたという中で、その体制をつく

り上げる過渡期にあるというふうにご理解いただきたいなというふうに思っています。

十数年前から町が本当に財政が厳しい時代の中で、職員の採用を抑えるということをず

っとやってきたという中で、ある意味財政的には非常に大きな貢献をして、今の多くの基

金を積むという形で残してきましたけれども、職員の立場で見ると給与は削減をされ、か

つ職員数も減って、かつ仕事がふえるという中でやってこざるを得ないそういう中で、た

だその時点では多くが経験のあるベテランの職員でやってきたので、大きな事故等もなく

何とかこなせてきたのかなというふうに思いますけれども、余りにもそのブランクが大き

くて、今新しく入った職員のみんなも非常に頑張ってくれているというふうに思いますけ

れども、まだ追いつかないところがあるというのが現状なのかなというふうにも思ってい

ます。もちろんこれはミスはあってはならないという大前提でありますけれども、そうな
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らない体制をしっかりつくっていくために、さらに組織のマネジメントをしっかりやって、

先ほど申し上げたような体制になるようにつくっていく努力をしていきたいというふうに

思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

そもそもチェック機能がないのではないかというような厳しいご指摘もありましたけれ

ども、時間、仕事の流れ、そういう合理的、効率的な業務体制を何とか再構築して、今の

行政ニーズに対応できる役場にしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひご理

解を賜りたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） チェック体制ということで今町長おっしゃった新人と経験者、こ

れを１組、ツーマンセルのような形でやっていくというのはいいことだと思います。ただ、

採用停止のブランクがあって、なかなか年の差もありますから、その点やはり行政の本分

は税の賦課徴収であって、それがあってこそいろんな事業に取り組めると。ですから、説

明なんかは歳出からされていますけれども、一番大事のは歳入、ですから入るをはかりて

出るを制すということを合い言葉に今後お仕事に励んでいただきたいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。

〇議長（村山義明君） これにて宮崎さんの一般質問は終了しました。

ここで議場の時計で１時まで昼食のため休憩といたします。

休憩 午前１１時５２分

再開 午後 １時００分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

引き続き、受け付け番号４番、議席番号７番、星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 受け付け番号４番、議席番号７番、星川です。私の質問なので

すけれども、午前中に宮崎議員が私の内容まで入っていきまして、再質問というところま

ではちょっと今手間取っているわけなのですけれども、何とか時間内で質問させてもらい

たいと思います。５分で質問は終わりますので、皆さんおなかいっぱいのところ眠いかも

しれませんけれども、５分だけ時間をかしてください。

それでは、私の質問をさせてもらいます。普通交付税算定の国への報告ミスについてで

ございます。このことは、先ほど宮崎議員からの質問もありましたけれども、臨時議会を

設けまして報告されましたけれども、その中身で多々多々疑問な点が私には浮かんできま

したので、それについて質問させてもらいます。行政内部、特に総務課内で大きなミスが

頻発している原因は何かです。新聞報道で皆さんも見たかと思いますけれども、総務課長

を兼ねる副町長が再発防止のためにチェック体制を強化したいと答えておりましたが、具

体的にどのような方策をとるかお伺いいたします。

それとあわせて普通交付税の算定を誤って報告したため、今年度２億５，７００万円が
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交付されないこととなりました。その穴埋めに財政調整基金を取り崩して対応する予定と

しておりますが、この基金の１年間の２億５，７００万円の利息は幾らになるのでしょう

か。また、誰がその利息を補填するのかお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

まず、冒頭、先ほど宮崎議員からもご質問をいただいた件で、この普通交付税の算定誤

りという事態を起こしたことについて改めて深く陳謝を申し上げたいという思いです。普

通交付税基礎数値報告に係る再発防止策として、基準財政収入額及び需要額とも基礎数値

の報告に際して前年度数値、今年度報告数値、増減額、率、増減率が大きい場合のその理

由を記述するチェックシートを作成し、必ず決裁に添付し、複数職員で記載の数値の確認

を徹底してまいりたいと考えております。また、収入額については、財政担当部署の合議

を受けることとしております。

誤って報告したことによる不足額２億５，７００万円については、財政調整基金を取り

崩して対応する予定としており、取り崩し額に係る利息額を算出しますと、現在の利率で

は年利額は約３万９，０００円となるところです。今後この補填ということでありますけ

れども、内部管理経費の節減を徹底して歳出の抑制に努め、財政調整基金の取り崩し額の

縮減に努めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、再質問させてもらいます。

ただいま町長が答弁いたしましたが、このチェック体制強化を述べられましたが、私は

これが当たり前のことだと思います。隣にいる元職員に聞いたら、こんなの一目で発見で

きるよと言う元職員がおります。それでもチェック体制ができなかったのは何なのか。今

までどのような手順で決裁を行っていたのか再度お伺いいたします。

それと、先ほど来宮崎議員の質問の答弁にもありましたけれども、確かにミスをしたの

は町です。でも、その上には宗谷総合振興局、そして道があります。これもまたここで言

ったら申しわけないのですけれども、チェック体制がなっていないと。これは、本当に地

方公務員の今の悪いところです。マンネリ化。忙しいのか、町長は業務が忙しいから、な

かなかチェック体制までいかなかったというような趣旨で発言したと思いますけれども、

今回は町民の財布です。肝心かなめな財布がなくなっていくのです。基金があるから、そ

れを取り崩せばいいというものではないと思います。そして、来年度には２億５，７００

万円、これは道のチェックミスもあるからこそですよね。特例で何とか来年度にはこんな

小さいような町村に、特例の特例ですよね、これは。多分そうでは、私の感ずるところで

す、そのような特例を出してまで追加交付してくれるのではないかなと。これも１０月い

っぱいにならなければわからないということですので、来年度追加交付になれば、これも

道の配慮ですよね。それも本当に町、振興局、道のチェック体制の甘さは、これは本当に

もっともっと今後、この小さな町、交付税で生きている町です。法人税もあるわけでも、
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誤ってこれは大変な金額になったから、あるとは思うのですけれども、それと町税だって

ずば抜けている町ではない。本当に町税もない小さな町、交付税で生きる町の職員が大ミ

スです、これは。前代未聞です。それを町長はその職員に対して人事異動もしない。今後

もっと強化をして、今の体制で頑張っていくと申しましたけれども、これはやっぱり町民

に対しても示しです、１つは。職員に対しても示しだと思うのです。やっぱりミスをした

らミスをしたなりの罰を与えるのが本来ではないのですか。民間企業なら本当に首です、

これは。そういったところをもっともっと先頭たる町長は、町民のことを町民の目線で物

事を考えてもらいたいと思います。

それと、財政基金、今回こんな年利、０．０１５％、年間にすれば約４万円ですか。で

も、これにしてもされど４万円です。たかが４万円かもしれないけれども、されど４万円

です。これは、町に損失を与えたと町長は考えていないのですか。それも答弁をお願いし

たいと思います。

それと、財政基金なのですけれども、平成２８年度現在残高で８億７，８００万円だっ

たかな、多分あると思います。取り崩せば６億２，０００万円ぐらいなのですけれども、

これに対して１年物、２年物、３年物と預貯金があるかもしれませんけれども、この年利、

金利、利息０．０１５％でずっとみんな同じ金利なのか。私もこれはちょっと聞きたいと

ころでありまして、それもひとつご報告願いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） チェック体制がなっていなかったという点については、本当にご

指摘のとおりということでお答えする以外にないかなというふうに思っています。当たり

前のことを当たり前にできる組織として、ミスを生まないそういう組織にしていきたいと

いうところをこれからしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、その点については

重ねて重ねておわびを申し上げ、ぜひ今後に向けてご理解を賜りたいというふうに思いま

す。

道のお話もありましたけれども、これは道の責に期すべきものでないというふうに思っ

ております。かつていえば昔は道の地方課という、そこには非常に市町村行政に精通した

プロパーの職員がいて、市町村の職員もそういうベテランの職員にいろいろ教えていただ

いたりとか指導していただいたりしていく中で、こういった事務が流れていたということ

です。検収調書とかそういったものもいろいろありまして、こういうことがその段階でミ

スとして発見しやすい、発見できるような体制になっていたのは確かです。ただ、地方分

権改革以降市町村自体の自立ということが一方で言われ、道のほうの体制も変わっていく

中で、今はもう本当に町がしっかりこういったことを起こさないという考え方に立ってい

かなければならないものだというふうに思っております。そういう面で、だから道の責任

もあるから特例的にということではなく、本当にこういう小さな財政力のない町の窮状を

救うというその１点で配慮していただいたもの、これは最終的には総務省の判断になりま

すので、どうなるかというのはわかりませんけれども、そういうことで今お力添えをいた
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だいているということでありますので、そういうふうにご理解をいただければというふう

に思います。

それと、私は、この金利、今は確かに低金利で、金額にすると本当に４万円足らずの金

額となっていて、だからよかったとか、これを損失でないというふうに捉えている思いは

全くありません。一円たりともこういったミスによる欠損と申しましょうか、減収が、負

担がということでしょうか、新たに生じるということについてはあってはならないという

ふうに思います。ただ、この補填ということにつきましては、今後どういうことでやって

いくかというのはありますけれども、庁舎の執務室の温度を少し寒くても我慢してもらう

とか、そういうようなことを積み上げながらやっていきたいというふうに思っています。

言いわけということではありませんけれども、職員の給与については、いまだにいわゆ

る国公基準、本則よりも一部減額をして、まだ完全に回復していない状況で今の財政の健

全化の中に職員もそういうところで我慢をしてもらって、そういう基金を積み上げてきて

いるというような経緯もあります。だからという話でもありませんけれども、これは単年

度で終わるのか、あるいはもう少し何年かおくれての交付になればこれが何年か分という

ことになる可能性もありますけれども、この金額以上にしっかり今の歳出を洗い出して、

削減できるものを削減していくという中でいきたいというふうに考えています。

職員、人事異動もなくという話がありましたけれども、先ほどちょっと言葉足らずだっ

たかもしれませんけれども、職員は本当に今回の件では猛省をしてもらっているというふ

うに思っていますし、私もこの問題があって、全職員を集めて、全ての職員、全員集まれ

なかったということもあったので、２回に分けて全ての職員に対してこの問題の重大性、

今後の再発防止に向けた取り組みの重要性ということを話をさせてもらっています。そう

いう中で、今後職員を大切に育てながら、そういうミスのない組織に変えていきたいとい

うふうに取り組んでまいりますので、そういうところでご理解を賜ればというふうに思い

ます。

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） 私のほうからご質問にありました財政調整基金の状況につ

いてご説明したいと思います。

先ほど星川議員が言われたとおり、現在８億７，８００万円という中で４本に分割して

証書を保管しております。その４本それぞれに満期日がございまして、全て１年物の定期

ということで、１年定期での設定しております。ですから、利率はその定期の満期が来た

ときの利率が適用されて、１年間でその利息がつくと。今の金利が０．０１５％でありま

すから、満期がもう既に来ているものを含めて、その利率で新たに書きかえされていると

いう状況になっております。

以上です。

〇議長（村山義明君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） 今回の部分に関しましては、先ほどの質問にあったとおり、総
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務課住民グループで決裁を行っているということでありますので、担当者から含めて全部

で５名の決裁を受けていますけれども、ただ直接的には関係する部分の方については、そ

の要素としてわかるところはあるかもしれませんが、正直言ってそれ以外の者に関しては

その数字について得ることはなかなか難しい。ましてや今回の部分については、前年度の

比較する数字がない中での決裁ということでありますので、見た者に関してはそこに記載

されている部分以外に情報を知るという機会がない中での決裁であったということであり

ますので、そこを今回答弁させていただいているとおり、そういうことがわかるようなシ

ステムに切りかえて対応をやることによって、そういった単純なミスをなくしていくとい

うことにつなげていきたいということでありますので、ご理解をいただければというふう

に思います。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、こういうことを再々質問で言っていいのか、悪いの

かちょっと私も戸惑うわけなのですけれども、そこで副町長にお聞きします。副町長は、

今まで経験豊富ですよね。それで、何でこういう失態を犯したのか。仕事が忙しいのはわ

かります。でも、本当に前代未聞です。あってはならないこと。やっぱりもっと謙虚に、

これは副町長もうちょっと謙虚に私が悪かったとかそういうぐらいで、私もだから何だと

いうことは言いません。でも、今回と国保税の件もつながって、今行政内には何ら本当に、

先ほど来宮崎議員も言いましたけれども、グループ制、要するに住民グループ、それから

財政担当課とあって、そして何で、ここに今長尾参事がいますけれども、そういうところ

にまで目をいかせないのか。一番大事なところだと思うのです。それをやっていれば、こ

んな本当に大きなミスです。私も臨時会のとき言いましたけれども、昨年度のと決算書を

比べて何でやらないのだというところです。一番大事な台所の金を相も簡単に、悪いけれ

ども、新人職員がやって、流れ、流れ、流れ、決裁ですよね。そんなこと本当にあっては

ならないことを行政はやっているのです、今。それに対して町長は、私はこれは町長もう

ちょっと反省して、損失を与えているのですから、私が辞職ではないけれども、定年退職

ではないけれども、やめたときにはこの分を補填しますというような意気込みも私はあっ

ていいのかなと。今任期中にこういうことをやったらば、補填すればそれはひっかかりま

すからだめです。その後のことです。そのぐらいの覚悟で、職員の失態を私が面倒見ると。

そのぐらいの覚悟がなければ、町長、行政を仕切っていく町長の立場としてちょっと欠け

ているのでないのかなと。こういう失態は私が面倒見るから、あなたたち一生懸命やりな

さいというぐらいは職員に対して私は言ってもらいたいし、町長自身行動をとってもらい

たいと思っております。再度その件について答弁願いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 副町長。

〇副町長（遠藤義一君） ご指摘のとおり、私も今回のことに関しては深く反省をしてお

りますし、当然今後の決裁規定等に関しても十分その辺を認識した上で対応はしていきた

いと思います。
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なお、私自身の責任の問題については、前回の臨時会の中で一応提出をして、議会の皆

さんにもご了承をいただいて対応させていただいたというふうに考えておりますので、改

めてまたここでそれをやれということかどうかわかりませんけれども、一応そこではそう

いうけじめをつけさせていただいたということでありますので、ご理解をいただきたいと

思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 残念ながら私は本当に深く広く反省をし、職員ともどもこの問題

の再発防止、組織の立て直しに取り組んでいくという強い強い思いを持ち、その旨をご説

明をさせていただいてきたつもりでありますけれども、なお不十分だというようなお話な

のかなというふうに思います。

お金に関して、議員おっしゃるように、これは私が自腹を切って出すとかやめた後に出

すとか、いずれにしても今言えば十分違反行為になるのではないかなというふうに思いま

す。そういう解決も一つあるのかもしれませんけれども、私はそういうことではなく、先

ほど申し上げましたように全ての職員の問題、もちろんその一番大きな責任は私にあると

いうふうに思いますけれども、全ての職員の問題、責任として捉えて、組織一丸となって

この問題を今後起こさないという体制づくり、そしてこの損失を生じてしまったことに対

する補填、こういったことに対して取り組んでいくと、そういう思いを強く職員と共有し

ていく道をもって組織の立て直し、再生に当たりたいという考えでありますので、ご理解

を賜りたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、今副町長、町長と答弁もらいました。今後あっては

ならないこと、いつどうなるかわかりません、これも。そのときにはやはりチェック体制、

要するに何でもそうだと思う。私たち個人的にもそうなのですけれども、やはり前年度の

対比、これは一番のやらなければならないことです。それで気づくことなのです、何でも。

それを気をつけて、もうこれ以上は言いません、今後取り組んでもらいたいと思います。

終わります。

〇議長（村山義明君） これにて星川さんの一般質問は終了しました。

以上で一般質問は終了いたしました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２７分

再開 午後 １時４５分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を続けます。

◎発言の訂正
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〇議長（村山義明君） ここで先ほどの答弁の中で一部誤りがありましたので、訂正した

いと長尾総務課参事から申し出がありますので、これを許します。

長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） 先ほど一般質問の宮崎議員の交付税の関係で市町村民税の

法人税割の金額に誤りがありましたので、訂正をお願いします。

先ほど４４４万８，０００円というお話をしたのですが、正しくは２７３万９，０００

円の誤りです。申しわけございません。

◎同意第１０号

〇議長（村山義明君） それでは、日程第９、同意第１０号 中頓別町教育委員会委員の

任命につき同意を求める件を議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 同意第１０号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて。

下記の者を中頓別町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。

同意を求めたい方でありますけれども、氏名は木内彰さん。

木内さんにつきましては、本年１０月３１日で満期を迎える現任の教育委員会委員であ

ります。平成２１年１１月１日からこれまで２期８年にわたって本町の教育委員会委員と

して任務に当たっていただいてきたところであります。木内さんにつきましては、この間

本町の教育行政に対し、委員会の業務の中で大変貢献をしていただいている方というふう

に認識しておりますし、何より教育行政に対して見識を深くお持ちというふうに思ってお

ります。さらに３期目の任期についても再任をして、ぜひお願いしたいというふうに考え

ているところでありますので、ぜひ満場のご理解を賜りますようお願いを申し上げて、提

案させていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、これより同意第１０号を採決します。

この採決は起立によって行います。

同意第１０号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

〇議長（村山義明君） 起立多数です。

よって、同意第１０号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求める件は同意す
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ることに決定しました。

◎議案第３９号

〇議長（村山義明君） 日程第１０、議案第３９号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関

する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第３９号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、吉田保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） それでは、中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例

の一部改正について説明いたします。

８ページをお開きください。議案第３９号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。

中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

１２ページをお開きください。改正の要旨であります。本町では、さらなる妊婦の健康

保持と健やかな出産を支援するため、妊婦一般健康診査の回数を１４回以内から１６回と

するものであります。また、母子保健法に基づき市町村が実施する医療機関に委託して行

う健康診査について、各市町村を代表する北海道知事と関係する医療機関との協定締結に

より妊婦一般健康診査費用助成限度額の変更に伴い、条例の一部を改正するものでありま

す。

１１ページをお開きください。新旧対照表により説明いたします。第５条につきまして

は、健康診査の実施等についての規定でありまして、第２項におきまして健診の回数を

「１４回」から「１６回」とし、超音波健診につきまして「６回」を「８回」に改め、第

７条第１項第２号におきまして「出産予定日以降の妊婦一般健康診査及び超音波検査」を

加え、これまでは出産予定日前までの健診等の助成であったものを出産予定日以降２回分

の健診を追加する規定を加えるものであります。

１０ページになりますが、健診２回分の追加とあわせまして、限度額についての道と医

療機関との協定額の変更に合わせ、妊婦一般健康診査費用助成申請書の様式を変更するも

のであります。

附則でありますが、この条例は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用す

る。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

いたします。
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〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３９号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第３９号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

◎議案第４０号

〇議長（村山義明君） 日程第１１、議案第４０号 北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て、野露総務課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 野露総務課参事。

〇総務課参事（野露みゆき君） 議案１３ページをお開きください。議案第４０号 北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村

職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

１６ページをお開きください。提案理由をご説明いたします。北海道市町村職員退職手

当組合から組合規約の一部変更について協議がありましたので、議決を求めるものです。

組合規約の一部変更を必要とする理由でございますが、平成２９年６月１日付、西胆振消

防組合が処理をする事務の追加により名称変更及び平成２９年８月１日付、江差町ほか２

町学校給食組合を構成する３町のうち１町の脱退による名称の変更に伴い、北海道市町村

職員退職手当組合規約別表の（２）、一部事務組合及び広域連合の表を改めることについ

て協議するため、本案を提出するものであります。

１４ページの改め文を読み上げてご提案いたします。北海道市町村職員退職手当組合規

約の一部を変更する規約。

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許

可）の一部を次のように変更する。
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別表（２）一部事務組合及び広域連合の表檜山管内の項中「江差町ほか２町学校給食組

合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振管内の項中「西胆振消防組

合」を「西胆振行政事務組合」に改める。

附則、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。

以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４０号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更の件は原案のとおり

可決されました。

◎議案第４１号

〇議長（村山義明君） 日程第１２、議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変

更の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

野露総務課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 野露総務課参事。

〇総務課参事（野露みゆき君） それでは、議案１７ページをお開きください。議案第４

１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村

総合事務組合規約を別紙のとおり変更する。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

それでは、２０ページをお開きください。提案理由をご説明いたします。北海道市町村

総合事務組合から組合規約の一部変更について協議がありましたので、議決を求めるもの

です。平成２９年６月１日付の西胆振消防組合が処理する事務の追加による名称の変更及

び平成２９年８月１日付の江差町ほか２町学校給食組合を構成する３町のうち１町の脱退

による名称の変更に伴い、北海道市町村総合事務組合規約別表第１及び別表第２を改める
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ことについて協議するため、本案を提出するものであります。

１８ページをお開きください。改め文を読み上げてご提案いたします。北海道市町村総

合事務組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一部を

次のように変更する。

別表第１檜山振興局（１１）の項中「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ

国町学校給食組合」に改め、同表胆振総合振興局（１２）の項中「西胆振消防組合」を

「西胆振行政事務組合」に改める。

別表第２の１から７の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改め、同表

９の項中「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に、「西

胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。

附則、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。

以上でございます。よろしくご審議お願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４１号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更の件は原案のとおり可決

されました。

◎議案第４２号

〇議長（村山義明君） 日程第１３、議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について、野露総務課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 野露総務課参事。

〇総務課参事（野露みゆき君） それでは、議案２１ページをお開きください。議案第４

２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約を別紙のとおり変更する。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

２４ページをお開きください。提案理由をご説明いたします。平成２９年６月１日付、

西胆振消防組合が処理をする事務の追加により名称変更及び平成２９年８月１日付、江差

町ほか２町学校給食組合を構成する３町のうち１町の脱退による名称の変更に伴い、北海

道町村議会議員公務災害補償等組合規約別表第１を改めることについて協議するため、本

案を提出するものであります。

２２ページをお開きください。改め文を読み上げてご提案いたします。北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。

別表第１中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に、「江差町ほか２町学校給

食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改める。

附則、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。

以上でございます。よろしくご審議お願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４２号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の件は原案

のとおり可決されました。

◎議案第４３号

〇議長（村山義明君） 日程第１４、議案第４３号 平成２９年度中頓別町一般会計補正

予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４３号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算につきま

して、長尾総務課参事から説明をさせていただきます。
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〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。

〇総務課参事（長尾 享君） それでは、一般会計補正予算について説明したいと思いま

す。

議案第４３号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算、１ページをお開きください。

平成２９年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１００万８，０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億６，９１６万６，０００円

とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条第１項 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

まず、地方債の補正からご説明いたします。４ページをお開きください。第２表、地方

債補正の１点目は、過疎対策事業債の限度額の変更でございます。起債の目的、過疎対策

事業債の限度額を変更前４億７３０万円から変更後４億３，２３０万円とするもので、起

債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。変更事業のみご説明申し上げます。

特別養護老人ホーム施設整備助成事業の限度額を変更前２億５，０００万円から変更後２

億７，５００万円に変更するもので、本事業は当初申請にて設計変更分を見込んだ最大値

で申請をしており、額の確定にて全額が充当されたことにより追加するものであります。

２点目は、額の確定に伴う臨時財政対策債の限度額の変更でございます。起債の目的、

臨時財政対策債の限度額を変更前８，８８２万２，０００円から変更後７，０１１万３，

０００円に変更するもので、起債の方法、利率等に変更はございません。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１４ページをごらんください。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額から３７万６，０００円を減

額し、４億２，５７８万９，０００円とするもので、人事管理事務事業、７節賃金で不用

額の減額であります。

２目財政管理費では、既定額から６９万７，０００円を減額し、８７４万８，０００円

とするもので、物品管理事業、１８節備品購入費、コピー機購入に係る不用額の減額であ

ります。

４目財産管理費では、既定額から１５万２，０００円を減額し、２，４２４万２，００

０円とするもので、町有財産維持管理事業、１５節工事請負費に町有車両車庫設置用地整

備工事１１０万円を計上、これは新たに役場裏に車庫設置を予定しており、そのための用

地整備工事費用の新規計上でございます。さらに、１８節備品購入費、車庫購入費用１２

２万７，０００円を減額、これは当初予算に計上しておりました車庫購入を１台取りやめ
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ることによる減額であります。次に、役場庁舎維持管理事業、１２節役務費で２万５，０

００円の減額、これは農林水産業費で事業費支弁にて電話料を計上したことによる役場庁

舎電話料の減額となっております。

５目企画費では、既定額に３０万円を追加し、８，４４８万円とするもので、企画総務

事業、８節報償費に同額を計上、地域活性化を目指すための地域リーダー養成職員研修、

人材塾の講師報償費として当初予定していた実施回数をふやして実施するための追加であ

ります。

１０目情報推進費では、既定額より４万円を減額し、１，６９４万７，０００円とする

もので、中頓別町電子自治体推進事業、１８節備品購入費、業務用プリンター、職員用端

末購入に係る不用額を減額し、サーバー室用エアコンが故障したことにより購入する費用

１台２６万円を新規に計上するものであります。

３項１目戸籍住民基本台帳費では、既定額に３１万６，０００円を追加し、８４２万８，

０００円とするもので、住民事務事業、１３節委託料に同額を計上、社会保障・税番号制

度システム整備業務委託料として住民基本台帳システム等に対して番号制度導入に伴う総

合運用テストを行うための費用の計上であります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、既定額に２０４万８，０００

円を追加し、２，７８０万３，０００円とするもので、社会福祉総務事業、７節賃金に同

額を計上、今回採用しました地域福祉担当の地域おこし協力隊員賃金の新規計上でありま

す。

１６ページをお開きください。２目老人福祉費では、既定額に２，４７９万６，０００

円を追加し、４億７，８１７万４，０００円とするものであります。内訳は、在宅老人デ

イサービスセンター等運営事業、１９節負担金補助及び交付金に１１９万４，０００円を

追加計上、平成２８年度の在宅デイサービスセンター等運営事業委託料の精算分として７

０万８，０００円、デイサービスセンターボイラーのろ過装置温度制御部品が故障したこ

とに伴い、修繕費用として４８万６，０００円の計上であります。次に、後期高齢者見舞

金助成事業、２０節扶助費に後期高齢者お見舞金助成負担金の見込みに応じて１３９万８，

０００円の減額、次に特別養護老人ホーム施設整備事業、１９節負担金補助及び交付金に

２，５００万円を追加計上、第２表、地方債補正で説明いたしました特別養護老人ホーム

施設整備助成事業の起債額採択により設計変更分を追加計上するものであります。

４目障害者福祉費では、既定額に２８０万１，０００円を追加し、１億２２８万８，０

００円とするものであります。内訳は、障害者総合支援給付事業、１３節委託料に制度改

正に伴う障がい者福祉システム改修業務委託料２７万円を計上、２３節償還金利子及び割

引料に平成２８年度の障がい者自立支援給付費道費負担金、医療費道費負担金の事業費精

算による返還金２２５万２，０００円の計上、さらに地域生活支援事業、２３節償還金利

子及び割引料に平成２８年度市町村地域支援事業道費負担金の事業費精算による返還金２

７万９，０００円を計上するものであります。
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２項児童福祉費、９目こども包括支援費では、既定額より２０４万８，０００円を減額

し、７４３万円とするもので、子育て世代包括支援センター事業、７節賃金に実績見込み

に応じ同額を減額するものであります。

４款衛生費、１項保健衛生費、６目診療所費は、節の変更を行うものであります。歯科

診療所委託事業、１１節需用費に施設修繕料５９万４，０００円を新規に計上、職員の休

憩室の床、壁、職員玄関等が老朽化により傷みが激しく、使用困難な状況になっているた

めの修繕費用であります。１３節委託料は、歯科診療所業務委託料５９万４，０００円の

減額であります。開設期間の一部減少による診療報酬の減額を見込んだものであります。

６款農林水産業費、１項農業費、５目農業者年金費は、既定額に２４万７，０００円を

追加し、６３万２，０００円とするもので、農業者年金委託事務で９節旅費から１８ペー

ジ、１９節負担金補助及び交付金まで、農業者年金業務委託手数料の交付額が増額となっ

たことにより事業執行に必要な経費を追加計上するものであります。

７款１項商工費、１目商工総務費では、既定額に２００万円を追加し、４，８１８万２，

０００円とするもので、商工業振興対策推進事業、１９節負担金補助及び交付金に同額を

計上、商工業振興対策支援条例により１件の施設整備改修に係る補助金を計上するもので

あります。

８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費では、既定額より１９万円を減額し、

２億３０８万９，０００円とするもので、秋田原野線整備事業、１３節委託料で概略設計

業務委託料の実績見込みに基づく減額であります。

５項住宅費、１目住宅管理費では、既定額に４２２万６，０００円を追加し、３，６５

５万１，０００円とするもので、内容は公営住宅維持管理事業、１１節需用費の小破修繕

料に３９万４，０００円を追加、公営住宅５棟の外壁破損等による修繕費用を計上するも

のであります。次に、１５節工事請負費に西団地単身老人向け公営住宅屋根屋上防水改修

工事の工事費用確定により１６万８，０００円の減額、さらに西団地公営住宅外壁改修工

事として１棟４戸の改修を計上しておりましたが、当初予定していない配管の布設がえが

生じたことや経費率の増加等により工事予定額が増加となったため、４００万円を追加計

上するものであります。

２目住宅建設費では、既定額より２２０万円を減額し、１，４８１万９，０００円とす

るもので、内容は住宅建設促進事業、危険廃屋解体撤去助成事業、両事業とも１９節負担

金補助及び交付金の実績見込みに基づく減額であります。

２０ページをお開きください。９款消防費、１項１目消防費は、内容の変更を行うもの

であります。最終ページにあります一般会計予算（別紙内訳）明細書をごらんください。

常備消防費、中頓別支署費で２４万５，０００円を減額、非常備消防費、中頓別消防団費

では２４万５，０００円を追加しております。詳細については、２ページの事務事業別に

説明いたします。消防車両・資機材整備維持管理業務において１８節備品購入費でホース

及び水災害救助資機材購入に伴う入札減により１０万２，０００円を減額、通信設備維持
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管理業務につきまして１５節工事請負費で電話取りかえ工事の入札減で１４万３，０００

円を減額しております。続いて、その他グループ内庶務事務では１１節需用費で２４万５，

０００円を追加するもので、理由といたしましては消防団入団者への貸与すべき制服及び

活動服が現有しているものではサイズ不一致により不足が生じている。そのため新たに制

服３着、活動服３着の購入をするものであります。

２０ページにお戻りください。１０款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費で

は、既定額に５０万円を追加し、２７７万１，０００円とするもので、社会体育施設運営

事業、１８節備品購入費に同額を計上、町民体育館の冬期使用の対策として遠赤外線放射

暖房機１台を購入するものであります。

２目山村プール費では、既定額より１１万３，０００円を減額し、１８３万１，０００

円とするもので、山村プール運営事業、１１節需用費で換気扇交換費用に係る不用額の減

額であります。

３目寿野外レクリエーション施設費では、既定額より２０万円を減額し、４，２７２万

１，０００円とするもので、寿野外レクリエーション施設費、１１節需用費で圧雪車修繕

に係る不用額の減額であります。

４目学校給食費では、既定額より２１万円を減額し、１，６７０万６，０００円とする

もので、学校給食事業、１５節工事請負費で学校給食ボイラー取りかえ工事に係る不用額

の減額であります。

８ページにお戻りください。歳出合計、既定額に３，１００万８，０００円を追加し、

３４億６，９１６万６，０００円とするものであります。

続いて、歳入についてご説明いたします。１０ページをごらんください。１０款１項地

方交付税、１目普通交付税は、既定額より２億２，１７８万５，０００円を減額し、１６

億４，２４４万４，０００円とするもので、普通交付税の算定結果に基づき予算を減額す

るものであります。

１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、既定額に２７万円を

追加し、５，９０３万３，０００円とするもので、３節障害者自立支援給付費国庫負担金

において歳出の民生費、障害者福祉費の障害者総合支援給付事業、障がい者福祉システム

の改修業務委託料に充当する補助金であります。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金では、既定額に３１万５，０００円を追加し、

３，７４０万３，０００円とするもので、２節社会保障・税番号制度システム事業費補助

金において歳出の戸籍住民基本台帳費の住民事務事業、社会保障・税番号制度システム整

備業務委託料に充当する補助金であります。

４目土木費国庫補助金は、既定額に１１６万６，０００円を追加し、１億４，８９０万

６，０００円とするもので、２節公営住宅建設事業等補助金において住宅費、公営住宅維

持管理事業及び危険廃屋解体撤去助成事業に係る補助金として、歳出の計上に合わせて追

加及び減額するものであります。
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１７款繰入金、１項基金繰入金、５目地方創生基金繰入金では、既定額に２００万円を

追加し、２，３１８万８，０００円とするもので、歳出、商工費、商工業振興対策推進事

業、商工業振興支援事業補助金に充当するため繰り入れるものであります。

７目財政調整基金繰入金は、新規に９，０１１万円を計上するもので、今年度算定の普

通交付税の基礎数値誤りに伴う不足額に充当するために繰り入れることとしており、現在

歳出に計上している一般財源額の不足分を予算化するものであります。

１８款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に１億５，００６万７，０００円を追加し、

１億５，０２２万９，０００円とするもので、１節前年度繰越金で各歳出の一般財源とす

るものであります。

１２ページをごらんください。１９款諸収入、６項１目雑入では、既定額に２５７万４，

０００円を追加し、４，０４５万円とするもので、１節雑入として農業者年金事務委託金

２４万７，０００円、平成２８年度訪問介護サービスセンター運営委託料返還金１４８万

７，０００円、長寿園居宅介護支援所運営事業補助金返還金８４万円を歳入歳出各予算に

充当するものでございます。

２０款１項町債、１目過疎対策事業債では、既定額に２５０万円を追加し、４億３，２

３０万円とするもので、内容につきましては第２表の地方債の補正で説明させていただき

ましたので、省略させていただきます。

３目臨時財政対策債では、既定額より１，８７０万９，０００円を減額し、７，０１１

万３，０００円とするもので、普通交付税同様算定結果に基づくものであります。

６ページにお戻りください。歳入合計、既定額に３，１００万８，０００円を追加し、

３４億６，９１６万６，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっております。

なお、今回の補正予算につきましては、今年度の普通交付税算定での基礎数値報告誤り

による大幅な減額を受けて、一般財源を増加させないという補正予算とするため、事業の

取りやめや不用額の増額も予算追加計上とあわせて行っております。そこで、一般財源の

状況についてご説明したいと思います。９ページをお開きください。歳出の財源充当とし

て、歳出合計の一般財源欄をごらんください。８１万６，０００円の一般財源の増加とな

っております。さらに、歳入、諸収入に歳出に充当できないいわゆる歳入のみの特定財源

が先ほど雑入のところで出ておりまして、その金額が充当額を差し引きますと１１３万３，

０００円となります。その分が一般財源に振りかわることとなるため、今回の補正予算に

とりましては一般財源額は３１万７，０００円の減額ということになっております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 歳出のほうで車庫購入費、これは今１台買うのをやめて減額にな

ったというご説明だったと思いますけれども、これは２台購入する予定だったということ

ですか。１台やめたとしたら、その理由は何ですか。
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〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） 当初２台の車庫購入を予定していました。そして、車の台数

は、ことしまた精査したところ１台分の車庫購入を見合わせたという形で減額としており

ます。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） そうすると、役場裏の土地に、車庫を置かれるのかと思うのです

けれども、そのことし買う１台分の場所を整備するということですか。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） 教員住宅を建てるに当たって、あそこで道路を整備しており

ます。それで、道路を整備する形で車庫の今建っているところが移転になったものですか

ら、その移転場所をこちらのほうに持ってきたという形になっております。３台分の車庫

をこちらのほうで建てるという形で考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） そしたら、役場裏の整備の範囲としては、車庫３台分の整備をさ

れるというところで、１つは新しいものを買われて、２台買う予定だったけれども、１つ

削って、そこは節約というところもあるのかもしれないですけれども、私が前にこの土地

の寄附を受けるときにお伺いしたときには町長は、私は旧保育所のところですか、ここに

ある車庫を移動してくるのではないのと、そしたら一回移動したものをまた移動させるの

は税金の無駄遣いだよということを申し上げたら、今あるものが老朽化したら、それを処

分して、新しいものを建てるときにこの役場の裏の土地を使いたいというようなお話でし

たけれども、今のお話でいくと３台中の２台は旧保育所のほうから移動させてくると。移

動させてくるというか、もう下手をしたら移動しているのかなと思うのだけれども、工事

をやっているのわかっていますから。教員住宅のための、教員住宅の入札結果がきょう出

ていましたけれども、そのための道路を今事前につくっているのだと思うのだけれども、

あれは道路というものになるのですか。ただ、わざわざ私は別に車庫を動かす必要はない

のではないかなと思うのです。町民センター側の歩道からもつくれると思うし、今近くに

建っている教員住宅のほうから道をつけることもできたと思うのだけれども、なぜわざわ

ざ車庫を動かすのか、はっきり申し上げて無駄遣いのようなことをされるのか、町長でも

課長でもお答えいただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 教育委員会の所管になりますけれども、教職員の住宅４戸、今度

は集合型ということで新たに建てようということで、これは前年度の繰越明許で、その際

どこにどういう形で建物を配置するのが望ましいかということをいろいろ検討をして、こ

れに伴う道路については、過疎債とかの対象になる長さを持っていない単費の事業という

ことになりますので、最も費用のかからない方法を検討してもらった結果として、今の旧

幼稚園の側から道路を入れて、その道路に張りつけて新しい４戸の住宅を建てるという方
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法が望ましいというような話になり、それに伴って車庫の移転２台が生じることになると

いうことでありました。それらについては、違うところに長い道路をつくるよりも合理的、

経済的だというような判断であったというふうに認識をしているところであります。

補足があれば建設課長のほうからお願いしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 山内建設課長。

〇建設課長（山内 功君） そして、つくった町道に関しましては、最終的に町道に認定

しようという形では考えております。

それで、先ほど宮崎議員も言ったように、現在ある教員住宅の間の第２の道路も検討い

たしましたが、１案、２案という形の中で検討して、今の道路をつくったほうがいいので

はないかという結論に達しております。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時３０分

再開 午後 ２時３０分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

小林町長。

〇町長（小林生吉君） おっしゃるとおり、一回設置してそんなに時間のたっていないも

のを今回移設するということについては、非常に不経済な行為になるというふうに認識を

しております。長期的にあそこの旧保育所の用地の活用をどうするかというようなことを

考えた計画等があれば、このようなことにはならなかったのかなというふうには思います。

そういう面では、今後町有地、遊休地等の活用をしていく場合については、十分長期的、

将来的な利用の考え方を持って、今回のような無駄は生じないような対応をとりたいとい

うふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４３号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４３号 平成２９年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決さ

れました。
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◎議案第４４号

〇議長（村山義明君） 日程第１５、議案第４４号 平成２９年度中頓別町国民健康保険

事業特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４４号 平成２９年度中頓別町国民健康保険事業特別会計

補正予算につきましては、吉田保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） 議案第４４号 平成２９年度中頓別町国民健康保険事業

特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。平成２９年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算。

平成２９年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，６０４万円を追加し、歳入

歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，８３６万円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に２，５７４万９，０００円を

追加し、２，９１９万１，０００円とするもので、これにつきましては国庫補助金申請に

使用するコクホラインシステムの制度改正に伴う改修費及び平成３０年度からの国民健康

保険制度関係準備事業に係る市町村事務処理システム導入委託料及び北海道クラウド導入

経費負担金を追加するものであります。なお、財源につきましては、歳入でご説明いたし

ますが、国及び道の特別調整交付金及び国庫補助金の準備事業補助金が主な財源となって

おります。

４款前期高齢者納付金、１項１目前期高齢者納付金では、既定額に７万２，０００円を

追加し、９万円とするもので、社会保険診療報酬支払基金からの額の変更によるものであ

ります。

９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、４目退職被保険者還付加算金では、既定額

に２１万９，０００円を追加し、２２万４，００００円とするもので、平成２８年度退職

医療交付金の額の確定による返還金を追加するものであります。

６ページをお開きください。歳出、既定額２億７，２３２万円に対し、２，６０４万円

を追加補正し、２億９，８３６万円といたしました。

８ページをお開きください。続きましては、歳入を説明いたします。２款国庫支出金、

２項国庫補助金、１目財政調整交付金では、既定額に６１１万４，０００円を追加し、２，
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６４２万８，０００円とするもので、歳出で説明いたしました平成３０年度からの国民健

康保険制度準備事業に係る市町村事務処理システム導入委託料及び北海道クラウド導入経

費負担金に係る国の特別調整交付金分を計上いたしました。

２目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金につきましては、新たに新設し、１，２

５１万５，０００円とするもので、１節国民健康保険制度関係業務準備事業補助金につき

ましても、平成３０年度からの国民健康保険制度準備事業に係る市町村事務処理システム

導入委託料及び北海道クラウド導入経費負担金に係る国の補助金を計上したものでありま

す。２節国民健康保険制度関係業務準備事業補助金（その他制度改正分）につきましても、

平成３０年度からの国民健康保険制度準備事業に係る制度改正に係るコクホラインシステ

ム改修委託料について１０分の１０を国庫補助金として計上するものであります。

４款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金につきましては、既定額に７万２，

０００円を追加し、５，９８３万６，０００円とするもので、支払基金からの変更による

ものであります。

５款道支出金、２項道補助金、１目調整交付金では、既定額に６１１万４，０００円を

追加し、２，１３３万９，０００円とするもので、国庫補助金の調整額と同様の内容とな

っております。

７款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金では、既定額に１２２万５，０００円を追

加し、１２３万円とするもので、平成３０年度からの国民健康保険制度準備事業に係る町

の負担分及び平成２８年度退職者医療交付金返還金分として前年度繰越金分を計上するも

のであります。

４ページをお開きください。歳入、既定額２億７，２３２万円に対し、２，６０４万円

を追加補正し、２億９，８３６万円とし、歳入歳出のバランスをとっているところであり

ます。

以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお

願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４４号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４４号 平成２９年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。
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◎議案第４５号

〇議長（村山義明君） 日程第１６、議案第４５号 平成２９年度中頓別町国民健康保険

病院事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４５号 平成２９年度中頓別町国民健康保険病院事業会計

補正予算につきまして、小林国保病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 小林国保病院事務長。

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） 議案第４５号 平成２９年度中頓別町国民健康保険病

院事業会計補正予算についてご説明申し上げます。

１ページをお開きください。総則、第１条、平成２９年度中頓別町国民健康保険病院事

業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

収益的収入及び支出、第２条、平成２９年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第

３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。支出につきまして項目、節の組

みかえを行い、医業費用で３０万円減、医業外費用で３０万円の増として、病院事業費用

では増減がございません。

棚卸資産購入限度額、第３条、予算第９条に定めた棚卸資産購入限度額を次のとおり補

正する。棚卸資産購入限度額を９３０万円減額して、５，６０８万１，０００円とするも

のです。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明申し上げます。９ページをお開き願います。また、

あわせて提出しております病院事業会計補足説明資料、ございますでしょうか。１ページ

をお開きください。１款病院事業費用の既決予定額５億２，７５９万５，０００円に変更

はございません。

１項医業費用では、既決予定額から３０万円を減額し、５億２，３２１万５，０００円

とするものです。１目給与費では、既決予定額に７２８万円を追加して、３億７，８０８

万８，０００円とするもので、手当としまして常勤医師１名分の１２月までの宿日直手当、

役職手当、医務手当を減額、今年度３名を予定しています臨床研修医の宿直手当を追加し

て、既決予定額から７７２万円を減額いたしました。賃金といたしまして、水曜日午後か

ら金曜日夕方までの診療支援をいただいている１２月までの出張医師の分として１，３０

０万円を、また育児休業代替の派遣看護師賃金として２００万円を追加、賃金総額で１，

５００万円の追加としております。

２目材料費では、既決予定額から９３０万円を減額し、５，４８８万２，０００円とす

るもので、医師の診療方針変更に伴う薬品使用量の減少により薬品費９３０万円を減額す

るものです。
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３目経費では、既決予定額に１７２万円を追加して、５，４８３万９，０００円とする

もので、旅費交通費として診療支援医師旅費分としまして６０万円、医師確保対策としま

して院長の母校である名古屋市立大学までの旅費として１０万円の計７０万円を追加いた

しました。職員被服費としまして、今年度は臨時看護師１名の入れかえ、それから看護師

２名、作業療法士１名を採用、１０月にも看護師１名の採用が決定されていますので、そ

の不足見込み分である１２万円を追加いたしました。消耗品費としまして、建築基準法に

よる特定建築物定期調査により指摘を受けました院内非常照明を購入するため３２万円を

追加、修繕費といたしまして医療機器のエックス線テレビ装置の起動不良に伴う基盤交換

分として３２万円を追加、通信運搬費としまして出張医師、臨床研修医が使用いたします

旧医師住宅へのインターネット回線導入に伴う回線使用料としまして８万７，０００円を

追加、附属説明資料２ページをごらんください。諸会費としましては、現在院長が進めて

います地域包括ケア医療にかかわる国民健康保険診療施設協議会への正会員登録のための

会費としまして１７万３，０００円を追加するものです。

３項医業外費用では、既決予定額に３０万円を追加して、２５６万６，０００円として

おります。２目患者外給食材料費で、既決予定額に３０万円を追加し、１３０万円とする

もので、臨床研修医３名分の検食材料費を追加するものです。

予定貸借対照表は２ページ、キャッシュフロー計算書は３ページに、また給与費明細書

は４ページから８ページまでに添付してございますので、ご参照願います。

９月以降の病院としましての体制としまして２点報告申し上げます。１点目は、北海道

地域医療振興財団からの派遣医であります川埜芳照医師、６５歳が１０月より水曜日午後

から金曜日夕方にかけての診療支援に継続的にご支援いただけることとなりました。診療

科につきましては、内科、外科の両方であります。現在医療財団から派遣いただいている

医師の中では、最も院長の信頼の厚い医師でございます。

２点目でございます。佐藤薬局長が一身上の都合により９月３０日付で退職されます。

おやめになる理由につきましては、健康上の問題であり、詳細は申し上げられませんが、

早期におやめいただくほうがよいとの院長の配慮により急遽辞職が決定いたしましたこと

をあわせてご報告申し上げます。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

星川さん。

〇７番（星川三喜男君） 事務長の話で薬局長が９月いっぱいでということは、今後どの

ような体制になるのか。工藤君はどうなっているのか、今。お願いします。

〇議長（村山義明君） 小林国保病院事務長。

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） 今現在は、病院のほうでは薬局長と、それから技術長

という職名でもって薬剤師２名体制で行っておりました。薬局長が退職するに当たっては、
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技術長が一応薬局長を兼務するという体制になろうかと思います。ただし、今後のことを

考えますと、薬剤師の新規採用に向けての確保については病院として動かなければならな

い状況ではないかというふうに思っております。

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４５号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４５号 平成２９年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原

案のとおり可決されました。

◎議案第４６号

〇議長（村山義明君） 日程第１７、議案第４６号 平成２９年度中頓別町介護保険事業

特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４６号 平成２９年度中頓別町介護保険事業特別会計補正

予算につきまして、吉田保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課長。

〇保健福祉課長（吉田智一君） 議案第４６号 平成２９年度中頓別町介護保険事業特別

会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。平成２９年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算。

平成２９年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０４万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，１６８万円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

申しわけありません。日にちが抜けていました。平成２９年９月６日提出でよろしくお

願いいたします。中頓別町長。

最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きください。４

款諸支出金、１項償還金及び還付加算金に２目償還金を新設し、４０４万３，０００円と
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するもので、２３節償還金利子及び割引料として国及び道に対する平成２８年度分に係る

介護給付費負担金に係る返還金、地域支援事業支援に係る交付金の返還金につきまして額

の確定によりそれぞれ計上するものであります。

６ページをお開きください。歳出、既定額２億１，７６３万７，０００円に対し、４０

４万３，０００円を追加補正し、２億２，１６８万円といたしました。

続きまして、歳入を説明いたします。８ページをお開きください。７款繰越金、１項１

目繰越金では、既定額に４０４万３，０００円を追加し、４０４万４，０００円とするも

ので、平成２８年度各返還金分として前年度繰り越し分を計上するものであります。

４ページをお開きください。歳入、既定額２億１，７６３万７，０００円に対し、４０

４万３，０００円を追加補正し、２億２，１６８万円とし、歳入歳出のバランスをとって

いるところであります。

以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４６号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４６号 平成２９年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は原案の

とおり可決されました。

◎議案第４７号

〇議長（村山義明君） 日程第１８、議案第４７号 工事請負契約の締結の件を議題とし

ます。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４７号 工事請負契約の締結について、工藤教育次長から

説明させていただきます。

〇議長（村山義明君） 工藤教育次長。

〇教育次長（工藤正勝君） 議案第４７号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げ

ます。

議案第４７号 工事請負契約の締結について。
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平成２９年９月４日指名競争入札に付した建設工事について下記のとおり請負契約を締

結するため地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定によって議会の議決を求める。

平成２９年９月６日提出、中頓別町長。

契約の内容でございます。契約の目的、中頓別町教員住宅宿舎新築工事。契約の方法、

指名競争入札による契約。契約金額、６，４８０万円。契約の相手方、細谷・細建経常建

設共同企業体、代表者、枝幸郡中頓別町字中頓別２番地、細谷建設株式会社代表取締役、

細谷武昭でございます。

本工事の概要について若干説明させてもらいます。現在中頓別町の教職員の数は、小学

校が１４名、中学校１４名の計２８名となってございます。教職員住宅の戸数は、現在２

２戸となっており、６名分不足しているという状況にあります。その６名の内訳ですけれ

ども、町外からの通勤者が２名、あと４名は公営住宅と民間アパートに居住している状況

でございます。今回建設する住宅は、１棟４戸を建設する予定でありますので、現在の公

営住宅と民間アパートに居住している教職員の解消につながることとなります。

住宅の建設規模について、１室当たり２ＬＤＫの部屋となっております。本工事の工事

発注につきましては、建設主体工事、電気設備工事、機械設備工事あわせての一本発注で

ございます。完成は、平成３０年１月３１日を契約上予定をしております。

入札には、このほか荒井建設株式会社や株式会社谷脇組、石塚建設興業株式会社、藤建

設株式会社、株式会社富田組、それと今回の細谷・細建経常企業体の６社による指名競争

入札を行ったものでございます。落札比率につきましては、９８．４７％ということにな

ってございます。

以上、簡単ですけれども、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいた

します。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４７号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４７号 工事請負契約の締結についての件は原案のとおり可決されまし

た。

ここで議場の時計で３時１０分まで休憩といたします。



- 61 -

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時１０分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎認定第１号～認定第８号

〇議長（村山義明君） 日程第１９、認定第１号 平成２８年度中頓別町一般会計歳入歳

出決算認定の件、日程第２０、認定第２号 平成２８年度中頓別町自動車学校事業特別会

計歳入歳出決算認定の件、日程第２１、認定第３号 平成２８年度中頓別町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２２、認定第４号 平成２８年度中頓別町国

民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定の件、日程第２３、認定第５号 平成２８年度

中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２４、認定第６号 平成２８年

度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２５、認定第７号 平成２

８年度中頓別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２６、認定第８号

平成２８年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件を一括議題とし

ます。

本件について簡略に提案理由の説明を求めます。

小林町長。

〇町長（小林生吉君） 今上程されました認定第１号 平成２８年度中頓別町一般会計歳

入歳出決算認定から認定第８号 平成２８年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算認定までについて、提案のご説明をさせていただきたいと思います。

平成２８年度各会計歳入歳出決算の総括表をもって説明をさせていただきたいと思いま

すけれども、８会計合計の予算額が５４億６，４７６万９，０００円に対して、収入済額

が５３億９，４２７万９，９３６円、支出済額が５２億６１０万８，９４４円となり、差

し引き残高１億８，８１７万９４２円となったところであります。このうち一般会計につ

きましては、１億５，３２７万２，８７２円が差し引き残高となっているところでありま

す。以上申し上げました８会計につきまして、いずれの会計におきましても単年度収支に

つきましてはプラスということになっているところであります。

詳細につきましては、決算審査特別委員会で報告をさせていただきたいと思いますが、

まず総括として簡略な説明をさせていただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、一括して質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

◎特別委員会設置の議決
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〇議長（村山義明君） お諮りします。

ただいま議題となりました認定第１号から第８号は、全議員で構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。なお、当該委員会に

は地方自治法第９８条第１項の規定による検閲、検査権を委任、付与したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から第８号については、全議員で構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査することとし、当該委員会には地方自治法第９８条第１項の

規定による検閲、検査権を委任、付与することに決定いたしました。

お諮りします。ただいま決算審査特別委員会に付託することとした認定第１号から第８

号については、会議規則第４６条第１項の規定により、今会期中に審査を終了するよう期

限をつけたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から第８号の決算認定については、今会期中に審査を終了するよう

期限をつけることに決しました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１６分

再開 午後 ３時２２分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎休会の議決

〇議長（村山義明君） お諮りします。

本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会とするこ

とに決しました。

◎散会の宣告

〇議長（村山義明君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれをもって散会いたします。
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（午後 ３時２２分）
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上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために

ここに署名する。

中頓別町議会議長

署名議員

署名議員


